
 

１．件名：「日本原燃(株)の設工認申請に係るヒアリング（再処理施設（１－５

９）、MOX燃料加工施設（１－５９））」 

 

２．日時：令和３年９月３日（金） １０時００分～１１時４５分 

                 １３時３０分～１５時３０分 

 

３．場所：原子力規制庁 １０階会議室（TV会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

核燃料施設審査部門 

（原子力規制部新基準適合性審査チーム） 

古作企画調査官、中川上席安全審査官、大橋上席安全審査官、田尻主任

安全審査官、上出安全審査官、藤原安全審査官、大岡安全審査専門職、

髙梨安全審査専門職、武田安全審査専門職、森野安全審査専門職、清水

係員 

日本原燃（株） 村野 理事 再処理事業部副事業部長 他 19名 

東京電力ホールディングス（株） サイクル技術グループ  

グループマネージャー 

関西電力（株） 原子力事業本部 原子燃料部門 原燃計画グループリーダー 

中部電力（株） 原子燃料サイクル部 サイクル戦略グループ 課長 

中国電力（株） 電源事業本部 原子燃料管理グループ 

 マネージャー 他１名 

日本原子力発電（株） 発電管理室 炉心・燃料サイクルグループ 主任 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料 

なし 

 

参考 

・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和２年

１２月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所再処理施設の設計及び工事の計画の認可



申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html 

・ 日本原燃株式会社 ＭＯＸ燃料工場 規制法令及び通達に係る文書（令和２

年１２月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所 MOX燃料加工施設の設計及び工事の計画 

の変更の認可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html 

・ 令和３年８月２６日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和３年８月３１日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX施設、濃縮施設の設工認申請に関する資料

提出」 

  

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html


  

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 今回しましたのでお願いします。 

0:00:04 規制庁清水です。それではただいまから日本原燃株式会社とのヒアリングを

開始しますと今日のヒアリングをは 2年 12月 24日に申請があった設工認申

請についての資料をもとにヒアリングにて事実確認を行うものになります。 

0:00:21 ひとまずは規制庁側の出席者を紹介しますので本庁側の出席者についてちょ

っと紹介をお願いします。 

0:00:29 規制庁田尻です本庁側の出席者タジリオオハシとタケダになります。ウェブで

の参加に関してはコサク調査官ナカガワオオオカシミズ 

0:00:41 カミデ、あとタカナシ等フジワラになります。 

0:00:49 規制庁の清水です。ありがとうございます。それでは日本原燃の方から今日

の出席者の紹介と議題の構成と説明をお願いします。 

0:00:58 日本原燃の梶野です。本日の出席者ですが、ファン全体統制出席するのは再

処理事業部のムラノナガサワをタカハシフジノ田村シミズＭＯＸのほうからタカ

マツ、タニグチヤマダ 

0:01:14 イシハラ 

0:01:16 外部衝撃関係で、今日ゲルからですが、エビナ佐々木タキカワ、フクダハタナ

カ 

0:01:24 それから、トクナガイシザワ 

0:01:27 安全避難通路ですが、イナバ馬場佐藤、夏目小松小山 

0:01:34 以上が出席者となります。 

0:01:37 本日の説明ですな。今の画面共有させていただいていますように外部衝撃関

係ですね、あの火山、航空機雷その他をやってそのあとにですね、安全避難

通路関係の別紙率それから補足説明資料の説明を充実させていただければ

なというふうに考えております。 

0:01:56 よろしければ、 

0:01:58 規制庁田尻です。すいません形状がモリノも追加参加型のご連絡させていた

だきます。それでは説明をお願いします。はい。 

0:02:08 日本原燃者でございます。今フジノ行った資料の説明の前にですね、今日付

としては最新が 9月 2日付で日治療器ですとヒアリングスケジュールを出させ

ていただいてございます。 

0:02:25 今ヒアリングとしてこの後は書いてますのが 6日 7日 10日 17がエントリーを

しているんですが、特に 10ｋ。 

0:02:39 10日 17についてはどちらかというと、何回かやっている火災とかですね、あと

個別の遅くなってまして、別紙 1 として以降の別紙シリーズのヒアリングのもの

が全部が展開できていない状況になります。 

0:02:54 これについては、今から御説明する考え方に基づいてスケジュールを組ませ

ていただきたいと思ってます。まず 1点が 



0:03:05 1日のできるヒアリングボリューム感というのがちょっと我々まだつかみ切れて

ないところがありまして、影響等を例えば月中及びヒアリングやってた条件で

すね 1日できる別紙シリーズのヒアリングコマ数を考えた上でこの後のヒアリ

ングを組ませていただくということ。 

0:03:25 一方資料提出から資料を御確認いただく時間と言われている通る必要がある

と思ってますので、その期間を考えて、ヒアリング費を設定をしたいということ

ですかとは、 

0:03:38 今は別紙が 1回申請分については別紙 1から別紙 6までの提出スケジュー

ルを組ませていただいてますんで第 2回以降の申請につきましても別紙 1 と

別紙 2校がスケジュールを組ませていただいてます。 

0:03:53 説明、これらを踏まえ、優先順位を考えますとまずは来期成分についての別

紙シリーズヒアリングを優先して組ませていただきたいと思っております。9

月、 

0:04:07 8日にはほぼ第 1回のグループの資料が出せることになりますので、そこから

見ていただきたいと考えながら、じん肺ヒアリングのコマ数を考えながら、第 1

回部分を申請を対象のやつを優先的に組ませていただこうと思ってます。 

0:04:26 この中に特にですね①でも添付書類含めてお話ができていないのが経営企

画部共通部門の整理を踏まえて第 1回目の申請対象に追加をしたものも、 

0:04:39 次機器とも不法な侵入の防止、これについてアボ溢水もですね、こういったも

のについて、第 1回目の申請対象としたことによって、特に添付が追加になる

のでＣＯ2の中にも含めて、 

0:04:55 御説明をする必要がある場合マストでこういったものを今後進む考えながら、

優先的に展開をさせていただきたいと思ってございます。 

0:05:04 今の今外周外部衝撃を仏教 6日なのか、展開をさせていただきます。これは

この別紙 1になりますので、9月 8日の理由は別紙 2以降が、対象機器もそ

ろえますのでそれも含めて、外部衝撃も 

0:05:21 優先的なチームに入れてやらせていただきたいと思ってます。 

0:05:24 いうことで今後のスケジュール具体には答申書さしていただかなきゃいけない

とまだ提示できませんがそういう形で考え方に基づいてまずは直下の申請対

象にメールを優先的に並べてヒアリングし基準を作ってお出しをしたいと思っ

てございます。 

0:05:44 というのが一つ目です。二つのラインに開口の申請の対象チームでございま

す。7別紙にお出しするんですが、これについてはどういう形で進めていくかっ

ていうのは、これとこれで我々もまだ具体的なエリアがあるかというとなかなか

難しいところもあるんですが、 

0:06:02 まずエビナ別紙 2例第 1回目の申請対象にならないということの確認というこ

とが優先だと思ってますから整備設備選定ともひもづけの御説明これやれな



  

いといけないと、この二つをまず優先的なチームとして今さっき説明を組まさせ

ていただければなと思ってございます。 

0:06:23 私からの別紙 1を出しますので、別紙 1の名称についてもご確認いただきな

がらヒアリングを随時進めなきゃいけないと思ってますが、第 1回目の申請の

補正までに優先的になきゃいけないチームで若干違うのかなと思ってましてこ

れは第 2弾代理人としてとスケジュール感を 

0:06:43 含めて整理をさせていただければなと思ってございます。 

0:06:47 こういった中で、中央等を整備ヒアリング見ながらコマ数含めて整理をしてスケ

ジュールを出させていただければなと思ってございます。以上です。 

0:07:02 ありがとうございました。規制庁側から確認ありましたらお願いします。 

0:07:08 規制庁中です。ちょっと説教スケジュールの話をした。 

0:07:15 さしていただいたというのもですね。 

0:07:17 提示いただいた資料が結局来週再来週以降ということで、別紙。 

0:07:24 ですね問わず 09ですかねその膨れが 

0:07:28 資料提示だけがされて結局これをどう扱うのかというのが、我々としても、これ

は本当に確実に提出されるのかということと、それからそれに基づいて提出さ

れたものについて、何をどう確認していくか、そこら辺のちょっと認識の共有が

必要かと思って。 

0:07:47 こういう場でちょっと意見交換をさせていただくことになるというふうに考えてお

ります。 

0:07:53 先ほどのお話ですと、今ちょうど別紙 1を中心に確認をしていてですねそれで

次に別紙 2以降を確認していくんで、これはこれで基本設計方針の内容を確

認なり、 

0:08:12 それから別紙 2以降であればそれが各課 1でどう展開されていくか、こういう

確認をしていくということかと思いますんで。 

0:08:24 今日のお話であればですね、こちらの審査、これまでの審査実績を見て、適切

にその審査ができるようなスケジュールを組むということでそれはそれで理解

しましたが、 

0:08:39 あとちょっとよくわからないのかですねその普通 09 というのが、 

0:08:46 一応全部出てきているという中で、 

0:08:50 これと別紙との関係というのがですね、どういう関係でどう確認していくのか、

具体的には一応流れはですね別紙 1を策定別紙 2でその中で設備の抽出

と、 

0:09:05 で、それとリンクづけたものが均圧 09 ということで整理されて 

0:09:13 それで共通 09を確認していくということではあるんですけれども、 

0:09:18 ちょっと私の理解だと／。 

0:09:21 一応別紙 2、 

0:09:23 がですね設備が抽出すればそれは、 



0:09:26 共通 092ももう自動的にそこは振り分けられるとして、あまりその別紙 2月す

べて終わらずともですね共通 09は二つ 09で独立して確認できるのかなとい

う希望しているのですが、 

0:09:42 そこら辺については、どういう進め方にそう共通 09の確認ですね、について

は、 

0:09:49 どういう確認の仕方をし、 

0:09:52 ヒアリング組んでいくのかというそこの考えをお聞かせいただけますでしょう

か。 

0:09:58 日本原燃の資料でございます。フレキ案件につきましては各工程の各設備ご

とでまずは設備の抽出をした結果を出し載せるということと、それをあとそれ

と、別紙 2例機能要求のアルミと言ったし、 

0:10:18 表対象設備の基本設計方針とのひもづけの検証という作業ということで二段

階で今作業が進んでいる第 1弾を割って第 2弾を進めているところです。別

紙にお出しをするタイミングよりは、同じタイミングれ等、 

0:10:37 応答 0系の別紙をお出しするということも考えたんですが今は第 1弾加えもす

でに終わってますので、第 1弾の作業を、の結果をですね、今準じまずはお出

しをしているところでございます。そのあと別紙 2がそれぞれの条文値引き次

第、それとのひもづけをし、 

0:10:57 検証した結果のシートを痛感して 09お出しをするということで今スケジュール

感は進めさせていただいてございます。そのどの条文等の設備は結びついて

るかは実行と 09－別紙をお出しするタイミングのスケジュールをマトリックスの

形とあとそれをまとめた表の 

0:11:17 形でお示しをしてところでございます。確認いただく内容については我々思っ

てましたのがまずは設備の注水については、し、12月の申請前からどういう考

え方で設備を抽出するのかということをお話をさせていただいてルール化をし

て作業してきました。 

0:11:35 それぞれの系統ごとに優秀標対象となる機器なり何なりをブレークするという

作業が適切に行われていると我々のほうで確認をしてお出しをしてますのでそ

の結果を見ていただくということと、機能要件が見えてるってベースとのひもづ

けたときには、その機能要求として要求されているものと、 

0:11:55 抽出されてるリンク義務づけが適切にできてるかどうかということの御確認い

ただくということで考えてございました。 

0:12:08 。 

0:12:12 規制庁中です。 

0:12:16 それは、 

0:12:18 何とか概念的にはわかるんですがそれで具体的に 

0:12:25 共通 0件も幾つかこう出ているところではあって 

0:12:30 ちょっと試行錯誤的に確認しているところではあるんですけれど。 



  

0:12:37 かなりそのまた量が多いということですね少し効率的にこちらも確認をしていき

たいと思っていて、 

0:12:47 今のスケジュール表ですとその共通 09 というのが上条文ごとに 

0:12:53 整理されてるんですがそれは仮にヒアリングをするとすればその条文ごとに共

通 09を確認していくというそうそういうイメージでしょうか。 

0:13:06 より西側でございますが 

0:13:09 今もしていきますと、条文とのひもづけは別紙 2の動きの要件もあるようなら

んなるとですね設備駐車設備の機器配管がどうやってリンクしてるかっていう

のはお出しをします。ただいろいろ運用して使用表の対象になる基金なり配管

内の範囲というのをブレーク 

0:13:29 している結果というのは、人抽出作業していた段階では直接どの条文で出して

シミズくということでなくて全体の系統としてまずどこが対象になるのかという

抽出結果がありますので、 

0:13:46 そういう意味で今 09－別紙シリーズの 

0:13:50 スケジュールはしているのですね、関係する条文を全部並べた上で、代表とな

る条文のところをかね示してますので、関連する条文、 

0:14:01 ヒアリングとあわせてというよりは、その対象となる条文のところで関連する条

文も含めてすべて御説明して確認いただくということかなと思ってございまし

た。 

0:14:17 規制庁中です。はい。はい、わかりました。それで、 

0:14:22 あとその他、第 2回以降の戻ってのどこまでその確認するかというところがあ

ってですね一応 

0:14:31 全体計画を踏まえたその設備の抽出のその網羅性なり妥当性を検証するとい

っつ 

0:14:39 ちょっと 2回目以降というのがですねなかなか実際のその審査をしないと掴め

ないところもあって、 

0:14:48 そこはそれであと先ほどお話のあったその別紙 1になりそう。別紙 2のところ

までは一応出すというところで、 

0:14:57 これはこれであんまりその文言の詰めというのはまたそれはそれで別としてあ

る程度のその別紙 1の中で 

0:15:05 設備の抽出ができれば、それを踏まえて共通 09、 

0:15:11 確認していくと、そういう理解でしょうか。 

0:15:17 日本原燃さようでございますはい設備の抽出についても当然初回の申請で網

羅的に抽出されていることというのも含めて、設備リストに入ってる抜け漏れ

がないということの、我々は説明責任があると思ってますそれを別紙 2 とのひ

もづけを持って 

0:15:37 実施しようというのは、今の考えてございます。そういう意味で、第 2回以降の

申請についても、別紙 2をパッケージで出させていただいてございます。プラ



ス別紙 2を作るということが一番左側に基本設計方針の文書が並んでござい

ますので、 

0:15:52 そこは別紙 1 とセットで出させていただくという、これ先ほどのスケジュール優

先順位ということをどう考えるかというのもありますが、今ヒアリングで出してい

ただいてる共通 06に入っている使用表とも絡みますけども、第 2回の申請に

向けてやるべきことっていうのはやはり平常 

0:16:12 そしてやっていかないといけないというふうに考えてございますので、第 2回こ

うだから今手をつけないと言うつもりはなくてですね、そういう意味で今別紙 1

チームを作った上でお出しをさせていただいてございますので、そういうことも

含めた上でどういうスケジュール感で御説明をしていくかということは考えなき

ゃいかんのかなと思ってございます。 

0:16:37 規制庁の川です。はい。 

0:16:41 一応別紙 2 とのひもづけといいつつ、別紙 2で抽出されたものを虚血 09で出

てくる設備は全く同一のものっていうのは、 

0:16:52 いう理解でよろしかったですか。 

0:16:59 上下 2社でございます。 

0:17:02 沼津ご説明している中で別紙 2 とのひもづけ今システム共通 09でしてござい

ます。それは先ほどこれあったんけ機能要件があるのにと言っている集票対

象設備として選んでるものの資料としてブレークして示さないといけないものっ

ていうのが一体その系統の中にあるのかと。 

0:17:23 いうことを塗りをしてお示しをしているということを 09－別紙それの別紙のシー

トができ上がってございます。抽出した設備がそのまま／設備リストに流行し

ていくということで考えてますので、 

0:17:40 別紙に出てくる設備名称等、 

0:17:45 きもと 09の頭でくくってます設備名称が一対一になるようには整理をしてお出

しをするようにしておるところでございます。 

0:17:57 規制庁中です。 

0:17:59 わかりました。あと 

0:18:01 今一律にすべてですねその資料が提出されてこれからどういうものをどういう

順番でやっていくかというところは、 

0:18:11 検討していただいてると理解しますが、何かその優先的にこれを先にとかそう

いう 

0:18:18 順番としては考えみたいなものは何かお持ちですか。 

0:18:24 病院にイシハラでございます。 

0:18:28 まず第 1回の申請対象、今言われた京都 09の設備ですかね。 

0:18:34 それとも市シミズの話ですか。フェーズゼロ 9のほうですけれども検察官そう

いう意味でいきますと、系統上級については、なかなか優先順位をつけること

が難しくてですね、設備の抽出Ⅱ及びその検証というのは、 



  

0:18:53 6月 24日にいただいたペーパーから考えますと第 1回の初回申請でやはり、 

0:18:59 大枠は明らかにすべきものだということでもあるのかなと思ってまして、それで

意味がこの別紙他の別紙シリーズの御説明と並行してやり切らないといけな

いんじゃないかと思っておりました 

0:19:14 実際、申請対象開示とインリーク等第 1回になるのは、最初の安全冷却水系

の配管とかぐらいしか対象はありませんのであれですが、とは言いながらも、

設備抽出ということの観点からのその網羅性の検証ということについても、初

回の申請どうか。 

0:19:33 汚染する前には、御説明押しご確認いただく必要があるのかなと思ってござい

ましたので、そういう意味でそれぞれ別紙シリーズ他の別紙シリーズの条文と

紐づけてですね代表選手のどこで 09の結果の御説明をすると。 

0:19:49 いうことで展開しないといけないのかなと我々思っておりました。はい、市耒で

す。 

0:19:55 規制庁中です。 

0:19:57 わかりました。ちょっと我々もどういう体制でどういうふうにすれば効率的に進

められるかというのはちょっと今アイデアがなかなかないところではあるんです

けれども、 

0:20:08 Ｃえっとこちら側も検討した上でそこら辺は先ほどさせていただきながら進めさ

せていただきたいというふうに考えております。 

0:20:18 とりあえず、 

0:20:20 私からは以上ですがフクダの方から何か確認があればお願いします。 

0:20:25 規制庁の田尻です。すいません、別紙 2 とのリンクという意味で一応確認なん

ですけど、別紙 2棟共通で 9別紙あと別紙共通 09－別紙 1であれば、別紙

－リンクっていうのは、例えば今別紙 1時とかで申請対象設備リストが抱えて

いて、 

0:20:44 申請対象設備リストの中には基本設計方針の各条の場合の情報が書いてあ

ってそれの別紙 2の番号だと思うんですけども書かれていてそこの部分等っ

て形でやってサンディアの設位レベルまでのリンクを貼って機器レベルに関し

ては申請対象設備リストとか個人の秘密紐づきをＫＹ－かわかんないですけ

ど 

0:21:05 09のほうのやつで見ていけばいいイメージですかね。 

0:21:09 輸入者でございますはい、そういう整理ができるようにリンクを貼ったつもりで

ございます。はい。 

0:21:15 規制庁田尻ですので別紙において基本設計方針としてどういった設備設備タ

イムリーのレベルまでどういった設備が必要かっていうのが書かれた人にちょ

っとこれ、女って書かれてるんで思うなあで抜けがあるのか何かちょっと自信

はないんですけどこれいつまでに行けば国に主な設備と言って、 

0:21:34 だと思うんですけど、Ｃ－2かな。 



0:21:36 共通のほうの別紙の 2のほうで主な設備というふうに書いてるんですけど、こ

れ基本的にはこのリストに出てくるよう熱に関してはすべてが書かれていると

思ってんでしたっけ。 

0:21:48 表現にしてございますはい、一番左の旧設計方針を次の欄か次の次の段に

主な設備と書いてあって申請回ごとのところのシートを別に率みえっとそれぞ

れの申請開示ごとの設備がなるべく 

0:22:04 ブレイクされるように書いているというふうに整理をしてございます。ちょっとそ

このブレークの仕方が再処理とＭＯＸで若干違うところはございますけれども、

09で言っとるルートのリンクが張れるように、その設備名称を各階ごとに 

0:22:20 並べておるつもりでございます。 

0:22:24 規制庁田尻です。今のお話で 1点確認しておきたいんですけど後でこんなし

ないようになるんですけど、今のやつだと、要は申請回ごとんところの設備、全

部集めた場合に行って 

0:22:35 別紙 2の一番左から三、四号目ぐらいにある思わ設備っていうやつを超える

ものが出てくるってことですかね主な設備だと、網羅はしてないですよ最後比

較していを見ていかなきゃいけない可能性があると思ってるんですけど、それ

にこの主な設備と比べるっていうよりは各申請回ごとのやつを 1個 1個見て

たほうがいいというイメージですかね。 

0:22:56 次にイシハラでございます。例えばですけど例えばなしがあってるかどうかで

すけど、常設重大事故体制について主な設備に書いてあって、各申請し会場

と常設重大事故大切に設備名称を書いてるパターンがありますので、そういう

意味でいくと各会場ごとオオオカさっと集めたパターンの方が、 

0:23:13 対象設備としては行ってリック分かれるかなと思ってました。 

0:23:19 一応ＧＳＲ意味は何となくは変わってきました。何で左 8から 34個目のやつは

あくまで大まかにはこういったやっぱりますよっていうのは考えていけば申請

改善の余地圧寄せ集めての変動が申請回ごとによって全部抽出したやつと、

申請対象設備リストであるとかこの共通 09ｋのやつを比べていけば影響リンク

が切れない。 

0:23:39 ありますよっていうふうなイメージを持てばいいですかね。 

0:23:42 12社でございます。そう理解、御理解いただければと思っております。 

0:23:47 規制庁取り入れ数例そっから先で設備は注意ゼロにどこで抽出された上で共

通 09の話があってでいろいろ話などの機器レベルの話やの設備を多分申請

対象設備リストのところで機器レベルに細かく分類してってると思うんですけ

ど。 

0:24:02 その機器レベルの話になってると思うんですけど設備の対象範囲っていうのを

この申請対象設備のこのいろんな事象半ばですけど、ここんとこでこの設備と

このいろんな単位ですよとかそういうのでわかるようになっていると思えばいい

かちょっとまだまだ細かに分けなくて、 



  

0:24:18 はい。医者でございますはい、そういう整理でございます。特にあの周辺対処

の見ますとなる基金を送信するのかとかどの配管の範囲までを使用表にいる

のかっていうのをやはり整理する必要がありますので、そういったものが、 

0:24:34 ＡＢＣに書いている設備という名前から共通 09の色にきてそれがＢｒｉｇｇｓされ

て範囲であったり対象機器あたりというのが抽出結果として出てくるという整理

になります。 

0:24:48 規制庁田尻です。何となくイメージはできてきました。多分このスター等で見方

の西ずれてると何か後で偉いことになりそうな気がするんでその辺りつまり、

ちょっともう 1回頭の中で整理しながら見ていこうと思ってるんですけどそこの

共通認識だけずれないように今後させていただければと思います。 

0:25:07 日本原燃西原でございますはい、ありがとうございます。我々もちょっとそうい

う意味では共通レベル 6 とか 09の文書は作ってみたんですけどそれがひも

づくように、もうちょっとブレークして資料の中に書き込みたいと思います。 

0:25:29 規制庁中です。 

0:25:31 ちょっと追加でちょっと確認なんですけれども、別途共通 09の別紙提出スケジ

ュールということで表現が出ていて、 

0:25:44 この中で一応関連する条文というのが、 

0:25:48 一式各設備ごとに書いていると思うんですけれども、 

0:25:54 ここを少し何かいまだによくわからないのは、 

0:25:58 トクナガその火災とか閉じ込めとかいうのがですね、どの設備も高度化も網羅

的にこうかかりつつだけど、別途の火災防護設備っちゅうのは加西かなんてい

う中でこう整理されてるところがあって、 

0:26:14 これは、 

0:26:15 今回、1のそういう議論した記憶があるんですけど、結局これはこれで関連す

る条文というのは設備抽出とは関係なく関連する情報が書かれているという理

解なんでしょうか。 

0:26:36 人間のイシハラでございます。関連する条文につきましては先ほどから御説明

している別紙 2の中で、火災についても火災防護設備だけではなくて発生防

止も含めていろんな設備関係する基本設計方針がございますので、 

0:26:53 そこの機能要求のあるＲＥと言われている就業対象になるような関連条文案

の設備等の力でその説明に対して、この条文のこの項目がひもづくようとかと

いうものを全部集めてきた結果として官民条文が書いてあります。 

0:27:11 それで、火災といっても火災防護設備そのものだけではないということでそう

いう意味ではほぼ通常の設備でも火災がリング対照条文で上がってくるという

のは十分あることだということで整理をさせていただいてございます。 

0:27:27 規制庁中です。わかりました。あと、例えば再処理設備本体の 

0:27:35 例えば、 

0:27:38 事務開設日ロッカーそういうところっていうのは、これは結局だったの。 



0:27:46 上部の共通 09 として資料としては出てくるんでしょうか。 

0:27:53 日本原燃西川でございます。順番が番号が振って恐縮でございますが、再処

理設備本体溶解施設の何が最初に本体説明上から 2番目にあると思うんで

すかそこの中に溶解層とか、 

0:28:10 今のメインの機器が出てきますこちらは関連条文を挙げた上で赤字で今第十

条当時込みと書いてます。このふくそう関連する条文の中で一番 800、資料が

出るタイミングに合わせて、 

0:28:26 上蓑分としてこの赤字で書いたものを代表選手として選ばせていただきました

この閉じ込めの中で説明させていただきますという意思表示をさせていただい

たところでございました。 

0:28:40 わかりました。 

0:28:41 どっか一応共通 0復旧が今スケジュール表は条文ごとに整理されてそれは 

0:28:50 生きるをメインの中で説明する低価格と 09を確認するのは一応網羅的には

設備は確認すべてできると。 

0:29:01 いうことかと理解しました。わかりました結構ですはい。 

0:29:08 規制庁田尻です。スケジュールと関連性少し確認しておきたいんですが、今溶

解設備の話が出た案で水だけの 9月 1日ぐらいに臨海のやつとして指令対

象設備の 09関係の資料でできてたかと思うんですけど、そこでも今すでに溶

解設備の話っていうのは発生したのか。 

0:29:24 記述熱としては書いてあって色塗り表もうというふうにくっついてきている可溶

性中性子吸収材とかそんな話だったと思うんですけど、書いてあったりするん

ですけど、これ閉じ込めを代表にしてって言った時で全部を閉じ込めてやるん

ですかね。 

0:29:46 人ギリシャでございます。それはちょっとすいません確認をさせていただきたい

と思います維持関係はもともと考えてましたのは懇代表するという形態上部本

の時にですねお出しをするときに混乱する条文としてるものを別紙 2をシート

をつけさせていただくとかですねそういった形で、 

0:30:06 整理をさせていただこうかなと思ってたんですが、この再処理がお出しをしたも

のを、すみません、私も見れないところもあってですね、もともと考えてたいつ

ものごとくになってしまいますが、ルール通りだとかどうかをもう一度確認をさ

せていただいた上で回答したいと思います。 

0:30:24 規制庁田尻です。要は今言った可溶性中性子吸収材の企画競争とか、閉じ込

めがすごい広いんで取り込めて閉じ込めなんですけど、臨海言いたい施策で

すよねとかっていうのもあったりしてでは今色に色の位置を対象として書かれ

てようなやつのところが、 

0:30:42 要は、全部その条文だけで説明できるのかっていうのが少し悩ましいなと思っ

ているような気もしていてまとめてどこかでっていう形で結局設備としてはどう



  

両方に関わるそこんとこ説明しますよと説明しますよだと思ってるんですけど、

何かちょっといまいち、今出てきてるやつが、 

0:30:58 今言ったやつも可溶性中性子吸収材のいろんなりん所は出てるんですけど他

んとこで別にあの他の紐づけ番号とか船積み表だけ書かれていて、多分今後

出しますよぐらいの多分レベルで出てきているような気はしていて、今出てき

ているもので作業ができるもんかっていうのもちょっとよくわからずに見ていた

りするんですけど、これ今出てきてるやつの処理先ほど何か。 

0:31:18 まず 1回出てきて何かもう 1回どこかでさんが気になって出てくるような話も

聞こえた気もしたんですけど、今出てきてるやつってなんか見て何か話が進み

そうなものなのか、とりあえずこういうイメージで作ってますっていうんかだと、

どっちだと思っておけばいいですか。 

0:31:34 日本原燃西原でございます。そういう意味ではすいません二段ロケットでやろ

うと思ってましたので 1段目は、ただこれもすいませんＭＯＸと再処理状況違

いまして、このクマガイは比較的別紙をつけた状態でお出しをしているとビシッ

が別紙 2からの抽出結果をお付けをして出していると思って。 

0:31:52 てはいます。ただ最初のほうがボリューム感も含めて、ムラノロケットになって

いると思ってますので、第 1弾で出たものについては別紙 2がおそらくついて

ないのかそれなりにあると思ってますので、そこはこういう形で色塗りの抽出を

して結果を求めているんだというイメージ。 

0:32:11 と思っていただいて見ていただければなと思ってます。別紙 2が全部でき上が

った循環でひもづけをして検証した結果としてお出しをまたしますので、そのタ

イミングで、最初の御確認いただければというふうに考えてございます。 

0:32:27 規制庁田尻です。できれば今出てきてるもので何をどの観点で見て欲しいの

かっちゅうのはっきりしていただけると助かって今要は対外的に言うわけでは

ないんですけど、ちいヒアリングとか、資料提出ありましたっていう形で資料今

年出てきたんですっていうふうにはここも当然するんですけど。 

0:32:45 何か資料だけいっぱい出てきているんですけど、何かそんな話で多分なかな

かヒアリングで避雷力になってて何かっていうと物がそろってないんでなんか

中途半端にやるのかみたいなところもあったりするので、要はそれが、要は、

今、今みたいにとりあえずその他大勢の一部のところの部分だけ見てください

よっていうふうに出しているんだったらその部分だけ見た形で進めますし、 

0:33:04 ただに出てるだけだというのはそういう位置付けとしてもらうので、何か物だけ

溢れてるんですけど、何か今審査が進められるのかっていうのがわからない

状態になるとそれはそれでちょっと困ってしまうところがあるので、 

0:33:16 多分綺麗に今後整理をされるんだと思うんですけどなんか物だけ溢れ返って

る状況っていうのも何かやり効率が悪いような気がするのでちょっと今の状況

とかわかるようにだけしていただければと思います。 

0:33:29 この 2社でございますはい、整理させていただきます。 



0:33:36 規制庁コサクです。 

0:33:39 今、 

0:33:40 といった話で言うと共通 09の二段というのは別紙に各条－別紙 2 とのひもづ

けっていうのを関連が整理されて検証ができたものと、 

0:33:52 いうのと、その前段階として、機器抽出、 

0:33:56 の作業としての色塗りが終わったものという二つがあるっていう理解なんです

けど、 

0:34:02 共通 09、別紙提出し、スケジュールと書いてある表になっているもので、共通

09に書いてある。 

0:34:12 気づけっていうのが、どっちなのかっていうことをまずはっきりしてもらうという

ことかと思うんですけど。 

0:34:21 先ほど例示されていた溶解設備て言うと共通 09は 9月 10日提出ってなって

るんですね。一方で、私の方、第 10条の閉じ込めっていうのは、ＤＰＣ2が 8

月 26日にできると。 

0:34:39 いうことになっていって、経営先ほどタジリがあって、臨界技術防止については

9月 1日に提出。 

0:34:47 一方、 

0:34:49 いうことなんですけど。 

0:34:51 この関連上簿価並んでて第 40条が 9月 8日提出というのがあるので、そこも

踏まえて共通 09一式そろうのバーッとかっていう意味かなと思いつつ、 

0:35:05 まずその理解でいいですかね。 

0:35:09 いよぎん西原でございますはい、そういう整理でございます。はい。ちょっと日

付がいっぱい赤になってたり何かルールと違うところはありますが、そういうつ

もりでございます。 

0:35:21 はい、規制庁コサクですねそうすると先ほど、 

0:35:26 といわゆるその手前ですねこれ第 2弾の数字が書かれているということでいう

と第 1弾で出てる。 

0:35:34 ものもあったりするわけですよね。 

0:35:39 人組シェアでございますはいそうですね出ているものもあるという整理をちょっ

とそういう意味ではあった。 

0:35:48 目指した姿ですね例えばですけどもクソスケジュールを対象とスケジュール

別々に出してしまったぐらいですが、 

0:35:54 もう政令書かさしていただいてる企業のところにＲ0Ｒ1って書いてたりするの

があると思いますが、Ｒ0がいわゆる紐づけができてない状態である 1がひも

づけ状態みたいな、 

0:36:11 ことで、それぞれどういうものが出ていくかってのがわかるように、都市ちゃつ

もりだったんですが、最初に伸ばそうなりきれてないところがあるので、そこを

整理をさせていただきたいと思います。 



  

0:36:24 規制庁コサクですわかりましたこのあとＭＯＸのほうの表ではっていうのはそう

かと思ったんですけど、まずはそのＲ0Ｒ1で表現して、今の話があり、それが

最初にヤマダできてなくてっていうことのようなもので、そこは、 

0:36:40 整理をしてわかりやすくくださいということですね、 

0:36:48 状況で一応別紙 2を見ている中で系統図のどの位置なんだろうっていうのが

知りたければあるゼロのものでパッと見ておいて噴火を持っておくと。 

0:37:02 その中で抜けみたいなものを気になったときは、そこで話をしつつということか

もしれませんけど。 

0:37:09 直接共通 09－別紙をちゃんと見ていこうというのは、 

0:37:17 ルール、 

0:37:19 1ですかね。 

0:37:21 ができて意識の抜け漏れチェックというところができた検証版で 

0:37:30 できてますねということがわかるタイミングでヒアリングすればいいっていうこと

でいいですか、或いは管理者でございますはい、そういう形で整理をさせてい

ただこうと思っておりました。すいません。 

0:37:44 はい。規制庁コサクですわかりました。店長 5。 

0:37:49 イトウ 

0:37:53 先ほどの溶解設備については十条が先行して 8月 16出てきて／ヒアリングっ

ていう感じになるような感じではありつつ、共通 09のほうは 9月 10日って書

いてますので一式そろってある一番として、 

0:38:11 認識のにくく漏れが 

0:38:13 何かどうかという検証結果を確認していくということで理解をし直した。 

0:38:21 そうしていくと先ほどの火災なんかもですね、の火災が中心ではなくて、火災

の観点でもこういうときに指摘してますよというところのＡ系統図側で見て確か

にそこは意識している必要があるねというようなところを見ればいいぐらいなの

で、 

0:38:42 大丈夫かなと思ういます。 

0:38:46 それで 

0:38:51 ＭＯＸのそのスケジュールのほうは、まず今お話聞いたところである 0Ｒ1があ

って、最終的に抑えるという意味ではある 1のところに、 

0:39:04 赤字で書かれている。 

0:39:06 ということで表記としてはスティック 

0:39:10 行くって事にツガネ。 

0:39:13 日本原燃者でございます。はい、高卒がされてませんですいません。こうした

かったというのがこの絵姿ですはい。 

0:39:21 はい。規制庁から移ってそのときに、この赤字でパール 1 と書いてあるのが別

紙 2－4て書いてあるのは何ですか。 



0:39:30 次に資料でございますはい、これも別紙 9上がり供給別紙を全部ひもとい以

外でありますが支給共通券の別紙をですね、最初に汚物者から中にまたさら

に別紙 1のシリーズもクソ別紙 2の資料として、椅子等をちょっとつけさせて

いただく予定でございますそれで全体像がわかるかなと思ってございました。 

0:39:52 規制庁コサクですわかりました共通 09－別紙の中の 

0:39:59 再処理施設ＭＯＸ施設で分けさらにその施設の中での各施設に分かれ各設

備に分かれというところで通し番号が振られていて、該当する場所を明示して

いるってことですね。 

0:40:11 Ｍ2社でございますはい、そういうふうに整理をさせていただきました。これ自

体は別紙供給の別紙を毎回全部つつ検討するボリュームがかなりありますの

で、そういう意味で別紙を細分化して、そのパーツだけをさせるという形で整理

をさせていただいたものになります。 

0:40:31 はい。ちょっと別のわかりましたけど、もう一つ確認なのは、今期、特に第 2回

申請以降のものだと思うんですけど。 

0:40:46 ＲＩＳＭＯＸだと第 3回以降申請予定って書いてあって、今後実施設計中で書

かれているものを 

0:40:54 なんですけど、 

0:40:57 備考のところに、設備リストでは公開ときますって言っているんですけどこれが

これでいいのかっていうのはどう話をすればいいんですか。 

0:41:09 日本原燃西原でございますはい、層厚の整理を御説明をする仕組みをちょっ

と考えなきゃいけないと思ってました確かにここはその最初利益は設工認、既

認可であったりミックスの場合は事業許可来本文添付後整理資料全部 

0:41:29 組み合わせて、この設備としてエントリーするものってのを細かく移植一定設

備側に入れてます。それ恩恵がないように高裁に行っているという話でして、

ただ設計図面及びをしようと思うと、設計図面が完成しないとですねそこはで

きないので、そういう意味で今後実施と書いてあります。 

0:41:49 それから一番右側に書いてるもので、確かに抜けがないよねっていう御説明

はしないといけないと思ってますのでその仕組みをちょっと別途整理をして御

説明したいと思います。 

0:42:01 はい。 

0:42:04 今お話規制庁憶測です。今お話いただいたところで、許可断面で設置すること

にしているものを明示すると。 

0:42:14 2鉄詳細設計で追加なり何か多少の変更なりがありうるあり得ると。 

0:42:21 いうことだと思いますので、そう先ほどご説明の方法考えていただくとともに、

リストのところの表記としてですね。そういう。 

0:42:33 範囲のものですっていうのがわかれば、開示のときに改めて精査をするという

ことで対応できますので、もうその記載ぶりも考えていてください。 

0:42:46 いよぎんイシハラでございます。はい、雨水させていただきます。 



  

0:42:51 はい。もう一つは、今のうちの第 3回以降申請予定と書いてあるもので備考に

何も書いてないものがあるんですけどこれは何ですか。 

0:43:10 耳ちゃうでございますはい、すいません。これも新しく書かせていただきます。

グローブボックス温度監視装置っていう装置名称かすべてを物語っているの

で、特にこの勤務Ｘ必要がないと思って書いてないだけだと思いますので、 

0:43:26 こちらの設備水道書いたかっての個別にわかるようにしていくさせていただき

ます。 

0:43:32 はい。規制庁コストベースそうかなと思いつつ本当にブレイクしなくていいのか

とかっていう関係もありますので、先ほどの 

0:43:40 備考で書いてあるものをどうしてるかっていう説明とあわせてですね 

0:43:45 御説明できるようにしていただければと思います。 

0:43:50 はい、上下 2社でございます対応させていただきます。 

0:43:54 はい。今の話が再処理はどうなってるんだと思うと再処理はそういうこと書いて

なくて、共通 09を出すって、多くなっているんですけど。 

0:44:09 日本原燃者が下がる一方に設計中のため云々って書いてある。 

0:44:16 ので。 

0:44:20 はい、読売イシハラでございます。同じでございますので、同じようにさせてい

ただきます。 

0:44:26 はい。若い規制庁ヶ月わかりましたそうすると共通 0系を別紙の提出時期て

書いているものを 

0:44:33 そこで書いてあるのは、系統いろんな水ではなくて、ＭＯＸで別途説明しなきゃ

と思っているようなことが書かれるものっていうことですかね。 

0:44:44 42社でございます。はい。ちょっと事実関係が確認しますがブレイクされるも

のとそうじゃないものが混在してる可能性もありますのでそこがわかるように

整理をさせていただきます。 

0:44:55 はい、企画部長不足です。わかりました。その上で話が一番最初に戻すと、 

0:45:03 各条の共通して、00は 00シリーズのものをどうヒアリングしていくかっていうこ

となんですけど。 

0:45:17 それも別紙 1を先行し別紙 2号やり出力をやりと。 

0:45:24 いう大枠の流れがあり、 

0:45:28 後続の構造物が別紙 4なり別紙 6があるので、 

0:45:35 まずは、 

0:45:37 第 1回申請分っていうのを優先をすると。 

0:45:41 いうことで、次に 

0:45:52 第 2回以降のもので、これは別紙 1を詰めるというよりは別紙 2で網羅的に

設備を抽出というところなので、別紙 1の文言というのはちょっと置いておいて

別紙 1にセットにしつつ、設備抽出、別紙共通 09ペーシと。 

0:46:11 いうところとあわせて状況確認をしていくと。 



0:46:14 いう。 

0:46:16 大枠はそういう方針でいけばいいですか。 

0:46:20 42社でございますはい。そう考えておりました。 

0:46:25 はい。規制庁コサクですって、そう思った上で物量感をというところを教頭月曜

日でっていうことだったんですけど、物量感を見るのに京都月曜日の案件が何

でそれが他の案件、 

0:46:42 当類推できるようになってるのかどうかっていうのがちょっとよくわかんなかっ

たんですけど、そのあたりどうなってますでしょうか。 

0:46:51 与儀西原でございます。はい。正直申しまして、代表選手になってなくてです

ね、個人的に悩んでいたんですけど、Ｋｕｎｌｕｎくらいできるかっていうのを説明

のボリューム感も含めて見定めることはある程度できるかなと思っていた次第

です。 

0:47:08 今日も市長は初回のものがあんまりなくてですね、2回目とか 3回目のもの

を、になってます月曜日も同じようなパターンになってまして、果たして代表選

手になるかと言われると、この後出てくる初回分初めて所見の部分は、 

0:47:24 出てくるものと、時間配分が必ずしも一致しないなというふうには考えてまし

た。 

0:47:32 はい。そう。それで私心配していてですね、これまでのヒアリングも必ずしも一

連がちゃんと説明できているっていう感じでもなかったので、定常的にこうやっ

ていけば一通り確認できるねっていうようなこと。 

0:47:51 の雰囲気が掴めたとは思えないのですよ。んなので統一スケジュール決めな

きゃいけないんで、何らかイメージをして組み立てて欲しいんですけど。 

0:48:07 今、現状の状況から言うと、日事前に資料提示いただいているから、もうあと

は確認だけでっていうのが、これまでのやり方ではありましたけど、 

0:48:19 ちょっと最初のうちは 

0:48:26 何ですかね 

0:48:28 こうやったことの概要なり資料館の雨水調整なんかを担当者ごとにですね、こ

うやってきましたと言っていただいたほうがお互い 5回のナック。 

0:48:44 進むんじゃないかなと思いますので、そんなに長時間しゃべっていただくつもり

はないんですけど、自分の認識はこうでっていうなことも含めて話をしてもらえ

たらなと思いますので、そういった見積もりを少ししていただければと思う言い

ます。 

0:49:03 それとあれですよね 

0:49:06 特に 

0:49:10 共通 09別紙イトウ抱き合わせで話をするタイミングのときは、 

0:49:17 関連条文の担当の方を皆さん出ていただいてっていうこと等でそその相互間

の認識合わせっていうのがどうできたかっていうこともお話いただくっていうこ

とだと思うんですけど、それでよろしいですか。 



  

0:49:34 日本原燃者でございますはい。そうさせていただければと思ってございます。 

0:49:40 はい、規制庁コサクです。よろしくお願いしますね。ただ、先ほどお話聞いた通

りＲ一番でっていうことなので、後ろのほうになりますから、ある程度ヒアリング

も軌道に乗ってきているところなんだろうなと。 

0:49:54 もういいます。軌道に乗せるために別紙 1秒で別紙 2から 5 というところで積

み上げていってもらえればと思うバスで争点というと、別紙 1はこれまで外部

事象で 

0:50:12 何度かお話をさせていただいてて、記載、あとは耐震のほうでもやってますけ

ど、記載いろいろのお考えだとか、どの程度をどう変えていくべきなのかという

ような考えだとかっていうのを話をしてますので、 

0:50:27 そう認識ＰＯ担当者を語っていただいて、サラサラっと見れば、 

0:50:33 話は進むんじゃないかなとも言います。 

0:50:38 そのあと別紙 2から 5って書いてある前も聞きしましたけどこれ別紙 4申しし

っかり書き込んだものが出てくるっていうことなんですか。 

0:50:49 はい、イシハラでございますはい、2から 5は、別紙 4の添付のものもセットで

考えておりました、考えておりましたというか、私は本当はステップを分けたほ

うがいい気がしないということなんですけど、あまりステップを開けるというご発

言を社内でフクダセットにしてます。今。はい。 

0:51:10 はい。高利ました。これカラー 

0:51:15 既にいろいろと出てくるみたい。 

0:51:18 ですけど。 

0:51:21 現状出てる。 

0:51:24 不法侵入とか、 

0:51:27 通路とかはそもそもたいした添付書類の内容ではないので、別に構わないん

ですけど、それ以外にやってくると添付書類がそれなりになってきたときに本

当かって思うところは多々あってですね。 

0:51:44 とりあえず出しましたけどっていう感じで、またコメント回答がどんどん続くって

いうことで想定されてるような気もしますけど。 

0:51:54 自分たちでちゃんとできたって思うのはいつだっていうのはちゃんといえるよう

にしておいてください。 

0:52:01 はい、乳井西原でございます。審査会合でもお答えした通り我々もアウトプット

だけではなくて途中結果も見ながら、産まれき善し悪しだったり横並びがとれ

ているかとか、あとはスケジュール的にどうなのかっていうとこを見させていた

だいてます。 

0:52:20 特に第 1回でいきますと外部衝撃のところの別紙 2から 5ですかね特に恵山

を作りながら、添付の第 1回の申請の範囲であったり、2回以降の切り分けっ

ていうところをちゃんと整理をしてＢＣもう作らなきゃいけないところもあります

んで。 



0:52:37 それはちゃんと見た上でお話をできるレベルのものかどうかって見た上で最終

的に発注をしたいと思います。そういう意味で、今ある日付で 2から 5全部並

べてますが、23号 4分けるということも結果次第ではあり得るかなと思ってご

ざいました。 

0:52:58 はい、わかりました。別紙 3の整理次第だと思いますので、 

0:53:04 よろしくお願いします。 

0:53:07 一応あれですかね月曜日までのヒアリングを踏まえてスケジュールを作るとい

って、 

0:53:14 医療者のそのスケジュール提出を急ぐライン。 

0:53:18 でしょうか。 

0:53:25 日本ユニシス社でございます。水曜日を目途にと思ってございます。 

0:53:36 規制庁不足ですわかりました。水曜日だという生命の外部事象関係だと別紙

2から 5の提出時期だったり、もう 

0:53:50 最終チェックの架橋だったりっていうようなこともあるので、今別紙 4のどこな

んかも少し 

0:53:57 きかせいただけるようなタイミングでもあろうかと思いますので、適宜反映して

対応いただければと思います。 

0:54:06 はい。とりあえず、今日の時点では、以上で私をさせていただいてまたそのス

ケジュール見て相談できると思います。よろしくお願いします。 

0:54:21 規制庁中ですけれども、一応スケジュールガス水曜日目途というところで五つ

あと今日何かいろいろと資料の見方とかですね、裾部解釈すればいいのかと

かそういうところはいろいろ聞きしながら、何となくわかったというところです。 

0:54:41 それを踏まえてなんか直すべき資料を直すというお話でして、そこら辺が何か

こう少し正確性がない資料だとなかなか 

0:54:53 こちらも作業を進めることは難しいかなと思っていて、何か今日のいろいろコメ

ントを踏まえてまた資料の例えば物資の提出スケジュールの方とか、そういう

ところはまたリバイスして提示されるかと思うんですがそれはいつぐらいになる

んでしょうか。 

0:55:10 。 

0:55:13 いよぎんの西野でございます。すいません今の御質問に回答する前にナカガ

ワさんのマイクが近いのか大分音が。 

0:55:23 追われてまして、 

0:55:25 できれば、ちょっとあたりでしゃべっていただく時きやすいかなという思いでござ

います。今の回答しますと、水曜日に全協関係の話も含めてスケジュールをお

出ししたいと思います。先ほどコサクさんとやりとりした 

0:55:41 ここで受けて何段ロケットであることっていうのもわかるような形で出させてい

ただければという点でのスケジュールとしてと思ってございました。 



  

0:55:52 市場の中です。ちょっと話してしゃべっていますけど、そこら辺の別紙との関係

とか共通 09の見方とかですねそうそういうところっていうのは今までの 

0:56:06 共通シリーズの資料とかである程度記載はあるのかなと思いつつですねちょ

っとその、実際にその確認作業を進めるという中で本当にこれができるのかど

うかっていうのはちょっと私もなかなかまだイメージがついてないところもあっ

てですね 

0:56:23 今までの共通市立なりですねそういうところの記載をもう少し、 

0:56:32 関係性とかがですね、直すべきところがあればですねちょっと修正してどういっ

た関係でどういった確認をしていくのかというところがですね適切にそのわか

るようなですね共通シリーズの資料を必要に応じて訂正いただければと思うん

ですがいかがでしょうか。 

0:56:53 電源車でございますはい、今の御指摘わかりました今のページを今までやりと

りをしたもので拾いきれてない共通シリーズの反映というのもやらないといけ

ないとは思ってまして今等、 

0:57:10 日だったかにスケジュール上はお出しをすることになってたと理解をしてます。

そこは共通の 0ゼロからスタート注意ある程度の塊をそれぞれと思ってました

ので、ちょっとどこに入れるかは、09年の風六、七日てるようなのか、ちょっと

こちらでスキームは整理させていただいた上で、 

0:57:30 今の共通 09－別紙シリーズの別紙他の全体の各条文 0－別紙 2 との関係で

すね、そういったものを整理をしてどういう位置関係になってるかというのをお

見せできるようにしたいと思います。 

0:57:47 規制庁の川です。よろしくお願いします。ちょっと我々も関係者がかなり多くな

ってきている。あんまりその確認の作業にばらつきが生じるのもよくないかなと

思っていてですねそこが共通認識が図れるようにできればマニュアル化に文

章化していただけるとそこは、 

0:58:05 ある程度共通認識が取れるのかなというか主旨ですので、必要に応じて修正

いただくようによろしくお願いします。以上です。 

0:58:15 。 

0:58:18 規制庁田尻です。つまりちょっと移転関連してそれ頭の整理だけしておきたか

ったんですけど二段ロケットの話共通 09の二段だけというお話があったんで

すけど、二段ロケットの一発名の時っていうのはいろんなに表は全部出てくる

んですかね今。 

0:58:34 たまたま昨日手元にあった臨界で再処理のほうの臨界の第 4条を見てて、さ

っき言ったの改正中性子吸収材のとこもそうなんですけど、今いろいろ表出て

きてんのってその可溶性中性子吸収材及びその周りの配管ぐらいで他て特に

今いろんな理由は出てきてなくて設備リスト側ってなんでいるだっ系のものが

出てきてるイメージだったんですけど。 

0:58:55 2段ロケットっていう整理行った場合、これは 1段目、 



0:59:03 日本原燃石原でございますはい、まずパッケージから申しますと、色塗りをお

出しするときには、いろいろ要員によって出ていった設備のリスト。 

0:59:17 決議と配管が合体されていわゆる申請書の添付でつけた設備リストに反映す

るようなリストの消防隊がまずついて、その次にいろいろ結果に抽出された機

器のリストとか配管のリスト、あとその次にいろいろ結果というパッケージで出

てきますので、 

0:59:35 それが第 1弾のグループになりますんで第 2弾のグループプラスの最後に別

紙日程関係するものの前の設備と関係する別紙 2の項目とのひもづけて場も

入った上で全体がパッケージになるということになりますので今のお話を伺っ

た限りだと。 

0:59:52 第一段階というふうに理解をしてますからどっとすいません、私もそれ見きれ

なくて恐縮なんですけども 1回見てパッケージとして正しいかどうかは確認を

させていただきます。 

1:00:03 手帳タジリです。どちらがパッケージのイメージは多分共通なんですけど、単

に意識ついてくるのかなと思ったらその部分だけ、要は理由と 34枚押し込ま

以下な四、五万だけついてるような形だったんで、要は、第 1弾の一部なの

か、第 1段全部なのかっていうのがちょっとわからないなと思っただけだった

んです。 

1:00:23 第 1弾で出したっていうふうにこの京都 09で日付書いてるやつに関しては、

第 1段部に関しては一式出したものをというふうに思いながら見ればいいです

かね。 

1:00:40 上下 2社でございますはい、第 1弾で出したパッケージだと言ってますので、

そうだと思います。すいません。 

1:00:48 規制庁田尻です。だからその中で足りないような気もするんで今後お話しでき

ればと思うんでよろしくお願いします。 

1:00:56 はい、すいません。はい、こちらも確認させていただきます。 

1:01:01 規制庁コサクです。今の点、確認していただいたらと思うんですけどやっぱり 

1:01:06 途中 2社さん言われたように、共通 09別室のとても膨大になるので、部分的

に提出されているということなんですけど、それによって、これがどの範囲のも

のなのかっていうのがわからない。 

1:01:23 いうところがやっぱり一番、 

1:01:26 悩ましいところなんだと思ってまして、ＭＯＸのこうだとはスケジュールのところ

で枝番つけてましてっていうものなのを聞きしましたけど、まずは枝番がどうつ

いてて、 

1:01:42 どの範囲が資料に入るものかっていうのわかるようにしていただくっていうの

が、 

1:01:48 必要なのかなと思います。 



  

1:01:52 ちょっと私もちゃんと見切れてないんですけど、共通 09別紙にはそういう目次

みたいなものついてるんでしたっけ。 

1:02:00 日本原燃西原でございますつけたと思っているんですけど、全体像が見えて

いるかどうかをもう一度チェックをします。はい。 

1:02:09 はい、きついところですって、その中で買ってかつみたいなところなんですけ

ど、枝番振って枝番を設備なり施設単位だと思うんですけど、その中で系統図

を作っているものをつけないものっていうところがあって、 

1:02:27 そこのつけるつけないの認識もまたずれてるんじゃないかなって気がするんで

すけど、どうなんですかね。 

1:02:38 はい、2社でございます。はい。 

1:02:43 おっしゃる通りな気がします。ちょっと 

1:02:47 すいません私も目標の作業台向いていたんですけども、最終的に決めてない

ので、恐縮でございますそこはちゃんと合わせに行きます。本来であれば、色

塗りをして系統図としてチェックしなきゃいけないものとか、 

1:03:03 あとはＭＯＸでいけば、例えば向けみたいに幾つ数えるっていうのはリストに

十分だとかですねそういうのもありますので、そういう整理があって、その今の

パーツがくみ上げると思ってますので、そういうのをちゃんと同じような考え方

になってるか、あとその考え方がどっかに書いてるかっていうのも含めてちょっ

と整理をさせていただきます。 

1:03:26 はい、規制庁告別よろしくお願いします。 

1:03:29 何か上手くどっかに書いてあったような気はするんですけど、少なくともその系

統図つけるつけないっていうのはどっかに書いてあったような気がするんです

けど、その考え方も若干は書いてありつつ、運用ばその言葉だけで本当に統

一して展開できるのかってのは、 

1:03:47 ちょっと素案だったところではありますので、見て対応いただければと思う言い

ます。 

1:03:58 はい、ありがとう、とりあえずはそれで整理した上で、改めて共通 09、別紙の

方見ていけばと思いますよろしくお願いいたします。 

1:04:07 日本原燃石原でございますはい対応させていただきます。 

1:04:20 規制庁シミズですとか規制庁側から何か確認したいこととかありましたらお願

いします。 

1:04:33 規制庁清水です。イトウないようでしたらそれでは外部初日関係に移りたいと

思いますが、原岩よろしいでしょうか。 

1:04:43 日本原燃西原でございますはい、他の外部衝撃関係をスタートさせていただ

きたいと思います。順番は浅い冒頭藤野から御説明しましたが、軽量タカハシ

製造ちなみに外部事象会計てパッケージでやった方がよければここにも回せ

るんですけどどうします。 



1:05:00 いや要は似たような指摘を多分閣僚しなきゃいけない気はしてて、順番にやる

んですけど多分結局次のとこでみたいな話にはなりうると思っていて、あと 55

分が一応午前中なんですけど安全避難通路 55分かかるかと見受け微妙なん

ですけど、原燃としてお好みあります。 

1:05:17 アメリカでも別に構わない構わないんですけど。 

1:05:21 日本原燃者でございます。メンバーどちらもいますので、ここのみは特段ない

んですけど。 

1:05:30 次から聞きましょう、そっちの方が身近そうですね、はい。 

1:05:36 規制庁たりすんなんか中途半端に切れるような気配もちょっと感じたんで。 

1:05:41 午前中通路でもいいから規制庁側からも何かあります別に多摩こだわりもな

いんですけど、中途半端になりそうだなっていうのが、個人の意見だったんで

すけど。 

1:05:56 はい。 

1:05:59 うん。 

1:06:00 ハタナカです。私もそのような方向でいくかと思うんですが、 

1:06:08 規制庁田尻です。じゃあ通路やっちゃいましょうかそんなん 

1:06:13 先般もあるんでしょう借りながら多分ちょいぐらいに終わるような気もするん

で、現年大丈夫だったら数量でお願いします。 

1:06:22 日本原燃西原でございます。安全避難通路につきましては、まずすみません

記載が間違っている箇所があるので、別紙 6が今当該条文は対象外とすると

書いてますが別紙 6は島さんのスケジュール常務安全避難通路を言ってまし

て、 

1:06:41 安全避難通路の別紙 6出させていただきますので今後スケジュール通り、別

紙の壊れていくということになります。 

1:06:50 あとは別紙 1から 5まで、前回もお付けしてましたので、 

1:06:58 ＩＣＴについてはやりとりがあった部分を明確化したりという部分の修正。 

1:07:04 あとは、まだ前々回のご指摘で、別紙 2、13ページですかね最初ＭＯＸレクと

13ページになりますが、1から 7まである基本設計方針をどう分割するかとい

うことで、 

1:07:20 前回一番と 2番が同じ文章になってたものを二つに分けた上で 1回の申請範

囲ということの整理をさせていただいてますどこまでかっていうのは、 

1:07:34 ここで分けさせていただいたということでございます。あと前回補足説明資料

でも議論があったとこの建屋今後対象になるのかっていうので。すいませんう

ちの方で完全に受けた緊対を入れておるということを修正してございます。別

紙 3以降も当然ながらその機会を追加することによって、 

1:07:52 修正をさせていただいたということでございます。 



  

1:07:58 ＣＣｂ図で主にもそういったところの修正になってございます。はい。最初にも

展開は同じような形でさせていただいているので、ということでございました説

明は以上になります。 

1:08:13 規制庁田尻です。 

1:08:15 別紙 1からでもあまり設計なんかあんまないと言われた別紙 1からで申し訳

ないんですけど 

1:08:21 何かだらだら残しても仕方ないんでちょっと細かいところも含めてして聞いて確

認させていただければと思うんですけどまず 7ページの右下 7ページ比較表

の 4分の 1のところなんですけど。 

1:08:36 設工認の基本設計方針が書かれていて、最初のパラが規模と 2 として書かれ

ていてキーポートに入れまたはきで書かれていて、非常用所内電源設備の非

常用発電機または東部に移動した蓄電池によりっていう話が書かれていて、 

1:08:51 後ろのほうに行く等中層のところで非常用無停電電源装置とかの話も出てくる

んですけど、これって何か言葉の使い分けとか整合とかでとってますか。 

1:09:07 日本原燃佐藤です。上に書いてある部分とあと下の中央監視室に書いてある

部分でと整合をとっております。 

1:09:17 規制庁田尻です。またはで書いてある非常用無停電電源装置っていうのは上

だとどこで読むんでしたっけ。 

1:09:35 日本原燃佐藤です。 

1:09:39 上の部分で見ますと非常用所内電源設備のところで読みます。 

1:09:44 一応タジリです。言葉が通じてない気がするんで非常用所内電源設備の非常

用発電機またはというふうに上が書かれていて、下のところでは非常用所内

電源設備に接続しっていうと非常用発電機またはっていう形で書いてあるんで

すけど。 

1:10:00 要は非常用発電機っていうのが上の言葉だと思ったんですけど、これ非常用

所内電源設備．非常用発電機とかそういうふうに読めということでいいです

か。なんか多分認識が変な気がするんですけど。 

1:10:22 すいません日本原燃稲場です。今タジリさんおっしゃってるのは 1台別紙 1の

上のほうのパラで言うところのまたのところは非常用所内電源設備の非常用

発電機っていうふうに書かれてるところと、その下のところの非常用所内電源

設備の非常用母線云々、 

1:10:42 何て書いてあって非常用発電機っていうところの整合がとれてるかどうかとい

うことですよね。消えてお尋ねする財政上は出てくるものとして非常用発電機

等内蔵した蓄電池の話変えていって日者にちょっと行くと非常用発電機等また

は非常用無停電装置っていう形で書かれていってそのあと当然地区 

1:11:02 ベンチの話も出てくるような構成だったので、上のＰＲＡとして幅の関係整理し

てくれっちゅうだけだったんですけど、さらに非常用所内電源設備思うんですっ



ていうんだったら上で非常用発電機なんで書いてんのかっていう話になりそう

な気がするんですけど。 

1:11:16 金融商品避けるわけですよと言われちゃう。 

1:11:22 日本ゲーム田舎ですこれすいません上と下の関係でとして上のほうは下のほ

うですね下のほうでしていますと、非常用運転保安灯っていうのがありまして

それとあと蓄電池のところの記載がありますので、 

1:11:38 ちょっとここがですね上とＡＮＡで言うところの 

1:11:44 以上、蓄電池から 

1:11:47 蓄電池、 

1:11:51 地区蓄電池により良い電力強化するというところですねこことの整合というふう

に記載をしております。 

1:12:01 規制庁コサクです。イナムラさんで少し緩和したかなと思いつつ、 

1:12:08 論点か明確になってないかなと思うんですけど、頭の整理としてですね、ま

ず、タジリは、一番上は総括して書いてあって、下は内数が書いてあると思っ

て聞いていて内数で書いてあるなら上読めるなきゃ困るよねって思って聞いて

いるような 

1:12:28 気がするんですけど、規制庁田尻ですその趣旨です。 

1:12:32 はい、規制庁コサクですね。一方で、ちょっとよくわからないのは、これは実用

炉との対比も良くないと思うんですけど。 

1:12:41 今言ってた場所って基準 

1:12:44 3Ａ炉のほうで見ると非常用照明はと書いてあってこれ完全に内数で書いてあ

るところなんですよ。 

1:12:51 なんですけど、原燃の方は保安等で書いてあって、 

1:12:56 保安灯っていうのは上で表現されてないんですよね。 

1:12:59 直上に保安灯設置する設計とすると書いてあるんですけど、じゃあ保安灯って

何なんだっていうと、その前に作業用の照明としてってなってて、 

1:13:11 予定いう等、 

1:13:16 一番上の段落は、非常用避難用照明で、その次の段落が作業用照明と有効

二つに分かれて書かれているところだと思うんですねそこがうまく 

1:13:31 原燃のほうは整理して書かれてないような気がするんですけどいかがです

か。 

1:13:43 日本原燃佐藤です。まず上の、または、またのところで書いてる文章につきま

しては 

1:13:50 避難に押し込めのことの電源系統説明しておりまして、中央監視室の運転保

安灯は、これにつきましては、作業用照明のことをセットの電源系統説明して

おりますのでちょっとの 

1:14:05 横並びを図っております。 

1:14:09 はい。 



  

1:14:10 ちょっと補足ですけどだから並んでないって言ってるんですよ。 

1:14:13 わかってますんで。 

1:14:16 原燃の基本設計方針だけで見たらそう整理されているかもしれないですけど、

露頭今対比したときに同じ段落で違うことを書いてるじゃないですか。 

1:14:26 それで誤解されてるんだと思いますけど、日本原燃西原でございます。ちょっ

と方向がうちの 5が 

1:14:34 おかしくなってるんで仰ってオーダー理解した上で確かにうちは安全はゼロを

設置するから初めて安全避難通路の話を淡々としているんですけれども工場

全体の総量をまず書いた上で個別議論をして展開なので、ここがまず展開の

仕方がそもそも一致してない。 

1:14:53 だろうということで、あとは技術基準の規則という紐づけで整理するかというの

も考えた上でちょっと整理学を正しくしたいと思います。今までほかの条文で御

説明者の、まずは総連かかって個別議論を展開するっていうやり方が今まで

の書き方って気もします。 

1:15:13 それも含めた上でちょっと整理をさせていただきたいと思います。 

1:15:17 はい。 

1:15:21 規制庁たりであ、どうぞ。 

1:15:24 ＧＳＲのイトウはわかってきたことがわかってきたんですけど先ほどイシハラさ

ん言われたように何か総論書くイメージを持っていたのでこいつがその構成な

のかどうかっていうところを次第なのかもしれないんですけど、要はぶつ切りに

違う話が書かれてるっていうのは書かれているっていう形で読もうと思えば読

めないかもしんないんですけど。 

1:15:44 ＰＲＡと比較のところで旅行で私たちは整理変えましたというふうに言っといて

もらえればそれで読むので、まず全体の整理が多分原電なりにあると思うの

でそれに整合してるかも含めて整理いただければと思います。 

1:15:56 権利者でございますはい、そこがわかるようにしたほうがいいのか、総論から

各一般－にしたほうがいいのかも含めて整理をさせていただきます。ここを私

が読んでた限りでは、技術基準規則を 

1:16:13 1カミデツガネ 11のところが一番文書のところがまた書きの文章の 3のところ

がそれ以降の文章というか県を多くしていると思ってん昭和読んでましたタダ

ノの他の県設計方針の書き方と横並びも含めて見てなかったとこありますの

で、その形は含めた上でちょっと整理をさせていただきたいと思います。 

1:16:37 規制庁タチエスお願いしますでついでになんですけど今の話のところで黄色の

二つ目の基本設計方針の二つ目の固まりんところとかで来何ぼという導出Ｂ

とかっていうふうにいきなり出てくる形になっていて、許可のタイミングだとその

前段階でうたった上でここで謳うから避難避難誘導設備もなんか、 

1:16:57 そして繋がるかなんですけど、これって何か設備としては設工認などもすぐに

読めるような形になってるんでしたっけ。 



1:17:17 規制庁田尻です。要は避難誘導設備っていうのが原燃だけの造語なのかそ

れとも一般用語として、施行に申請書のところで全体で読めるようになってん

だったらいきなり出てきて構わないんですけど、単に許可んところだと、その機

能を損なわない照明設備の避難誘導設備と言うので避難誘導設備ってどんな

ものっていうふうに言った上で、 

1:17:37 二つ目のパラんとこで避難スポーツ誘導設備とは別にという話をしていたの

で、なんか若干記載ぶりを変えたので、何か意図があるかなというだけなんで

すけど。 

1:17:57 すいません少々お待ちください。 

1:18:38 規制庁タチエス大して話じゃないんで整理しておいてくださいでいいですよ。イ

シハラでございます。すいません。こんな戻られなくてあれですね、避難誘導

設備許可のときは私の記憶では一般論として書いてあると思ってるんですけ

ど、ただ、 

1:18:54 °文書の構成からして、果たして雇用一般用語として使っているのかっていう

のも含めてちょっと整理をさせていただきます。 

1:19:01 町タジリです。言葉の整理だけなんでよろしくお願いします。あと、一番大きな

話で右下 8ページのところ行っていただいて基本設計方針のところなんです

けど、これらの作業用の照明により設計基準事項いう重大事故に至るおそれ

のある事故で作業が必要となる場所及びって話があるんですけど。 

1:19:18 若干この照明の話とかも含めてなんですけど一歩前にここで書いてあるところ

で現場作業の緊急性との関連において家型照明の準備時間猶予がある場合

はっていうのは、可搬照明の話とかしているのが昔のＤＢの書きぶりだと思っ

てるんですけど。 

1:19:34 これって水にも適用できる話でよかったでしたっけ過半を以前ときも使うちゅう

のは認識しているんですけど。 

1:19:41 何か前多分個々設計基準事故等ってやったやつの応答書き下しましたってい

うことだと思うんですけど、何かいきなりＳＡ設備っていうふうに書いて許可で

書いてた話と整合するんでしたっけ。 

1:19:54 日本原燃西原でございます。 

1:19:58 私がチェックしたのが漏れまして、これ案としては間違いです。前回御説明した

事故等には何が含まれるかっていうのはあくまでＤＢの世界の話をしているわ

けです。適宜事故だけでなく、普通の異常時も含めたＤＢの世界の話を単純に

しているだけですので、この及び高は、 

1:20:17 削除することで考えたいと思います。 

1:20:20 規制庁田尻です。避難通路の照明のＳＡの照明の話は多分上のところで述べ

られていると思っていて窮状みたいにねという話をここに書くかっちゅうのは議

論ありうるかもしれないんですけど、この安全避難通路の話の絡みとあと基準

要求も設計事故が発生した場合のっていうところで書いてるところなんで。 



  

1:20:39 整理学として以浅どこで書いてますよっていうんだったら無理にここにいって、

本当に架け替えていいのっていう話をしなくてもいいかなと思うので整理をお

願いします。あと等の話が出たのでついでになんですけど、この資料に限らず

なんですけど、今 8ページのところで、 

1:20:56 基本的方針のところの四角に書いてある許可からの変更点の等々の話なん

ですけど、基準で通って書いてるんで、許可の通りにしましたってやつが書い

てあるんですけど、これは理由になってなくて、基準とか解釈っていうのは限

定しないように、いろんな対策あり得ますよっていうので使ってるときがあるの

で、 

1:21:15 それを原燃の設計においてどうしたかっていうのは原燃が説明しなきゃいけな

い話なので、基準に書いてあるんで等の通りで通って書きましたって言われて

も答えにはなっていなくて、じゃあ原燃として等説明しておって言うとＥは結局

またきてしまうんですけど、ここらって何か整理ついてます。 

1:21:31 日本原燃西原でございますはい、ちょっと整理が追いついてません。すいませ

ん。もともと今、今日やる午後やる予定の火山とかも含めてそうなり聞いてな

いところがあるんですが、 

1:21:46 やりたかったこととしては英語理由は、まずという今回の詳細設計において考

慮ブレークするっていうことをまずやらないといけないだろうと。その時にそれ

を展開するのが方針として展開すべきものなのか、詳細設計を添付側で、 

1:22:06 説明するときのその方針に求めた設計であることを証明するときにＢｒｉｇｇｓ進

むかということをちゃんと考えた上で、調整強震段階二通りするにしてもこれは

どういうものが含まれていてこれは添付書類のこれこれを説明するため例え

ば個々の設備との関係設計の構造の関係で、 

1:22:25 何かにひもづくかを説明する必要があるため添付書類側でそれをブレークしま

すとかですね、そういうことを書くようにしたいと思ってました。そこはちょっと置

いといてませんので、改めたいと思ってます。 

1:22:39 以上タジリです。今おっしゃられたようにですね弁当を全否定してるわけでは

なくて類推できるものだったら別に等で構わなくてそれが添付に細かく書いて

ありますよとかで全然構わなくて、ただ私学比較表で書かれるときに基準で書

いてるからっていうのを理由にならんというところだけ認識していただけて今み

たいにイトウに関してはこういう整理をし、 

1:22:59 来そこの前に並んでるものと設計方針から等推察できるんで基本設計方針で

はこの程度にブレークダウンをしておいて、あと添付リフォームですよっていう

のは、それは説明になっていると思っているので、単に言い方の基準に書いて

あるっていうのはやめてくださいな他んとこにも幾らかちょっと止めたら今日や

るやつだったかどうか覚えてないんですけど幾らかあったような気がするので

その点だけ認識いただければと思います。 

1:23:22 日本原燃者でございますはい、 



1:23:25 認識をした上で修正させていただきます。 

1:23:30 規制庁田尻ですね別紙 1は余裕の予定しかないんでこれぐらいで、次にその

ままちょっと別紙 1からあるもので死亡ぐらいまで随時行ってしまうんですけ

ど、結局わからなんか他に発言あれば随時割り込んでいただいて構わないの

でもしくは最後でいただか回れるよろしくお願いします。 

1:23:49 別紙 2で、先ほどお話しされたような気もするんですけど。 

1:23:54 結局安全避難通路に関しては、基本設計方針は通路に関わるものが 1回だ

と緊対が出てくる最後の最後の出てきて証明に係る部分の基本設計方針は

切り出して、3回目ぐらいに出てくるようなイメージになるんですかね。 

1:24:11 日本原燃稲場です。その通りでございます。照明の部分は第 3回でということ

で切り分けをしました。 

1:24:19 規制庁田尻です。何でやっぱ安全避難通路全体の基本設計方針は第 1回で

は示されなくてっていうことでいいですか。なんかそれどこからどこまでの挙績

方針が書かれるのかっていうのをそれぞれこの資料で読み切れてないだけな

のかもしれないんですけど、これ番号で言うと、何番から何番が第 1回出てき

ます。 

1:24:39 日本原燃西原でございます。一番ですね、第 1回のところに丸がついてる否

定をして説明対象として丸がついているところが第 1回の対象になります。 

1:24:53 軽重タジリｓなんでやっぱ保安灯とかそっち含めて全部の証明に係る話 2ポツ

関電分以降は、第 3回で中古等でこの後ＩＴの盤それぞれこの後、今後か今

後別紙 6は出てきたタイミングで起こるような気がするんですけど、別紙 1で

安全避難通路のところの声が壊れていて、 

1:25:12 要は農協設計方針としては要はまた書きみたいな形でその文書続くような形

になっていて紹介されているようなものでもなかったので、1回目の基本設計

方針のかかり方としては 1ポツ額 1靴下納期ボツに端的なツールバーと書か

れて一部が書かれて、 

1:25:28 また後でまた照明については次回以降でもそんなのが書かれるイメージです

かね。 

1:25:34 日本原燃者でございますかもう別紙 6を出していくべき全体はおっしゃる通り

大枠は一番左から 2番目に書いてある基本設計方針でエビナんですが第 1

回は、1ポツの書いてある文章、9ポツに、安全避難通路等と書いてあって、

20になってるこの文章だけが 

1:25:54 第 1回の大小ということで整理をさせていただこうと思ってございました。また

以降の話は、 

1:26:01 ＡＢＣの中では全体像を示した上で代金行きますんで、全体像には見えます

が、第 1回の範囲としてはあくまでこの永久．2の 1ポツのところで書いてある

文章の範囲までということになります。 



  

1:26:14 規制庁田尻です。少々て書こうというか、なんぽⅡとかっていうので丸ごとなく

なる場合はあと次回みたいな書き方をされている例をここで見たような気がす

るんですけど、文章の途中で今今回みたいなやつだったら照明の記載がなく

なるような形になっていて、 

1:26:30 例えば個別設備の記載がなくなるよねとかも、1回目に当たると思っているん

ですけど、そういう場合ていうのは特に説明もなくて、当たりその関係する文書

だけが書かれていてない部分の説明は基本設計方針だけを見てもわからな

いというふうに思っておけばいいですかね。 

1:26:47 日本原燃西原でございます。今はそういう整理をさせていただいてございまし

た。 

1:26:55 規制庁田尻です。ちょっと物を見ないと議論もしづらい気がするので、こういっ

た白くとかもそんな時間かからん気もするんですけど、こういった別紙 6もそう

でしたっけ。なんかそろそろですよね確か。 

1:27:07 人間にシェアでございますはい、別紙を食わ今予定では、 

1:27:14 入ってないけど、 

1:27:17 もうすでに含めますとかもできてますので、いたします。はい。 

1:27:21 規制庁田尻です。 

1:27:25 こちらみたいに基本的方針の文書短いやつはそんなに議論もかからんと思っ

ているので、いざ第 1回申請でどうするのっていう整理を先に進めるときに何

かちょっと話できちゃうような気もするので早めに見せていただけると、別に中

山変わってなくて今後のヒアリングという意味で欄ですけど、例えばこういうや

つで、 

1:27:44 また出てきて 1週間こいつだけで確保しなきゃいけないかっていうと他にも寄

せ集めがたくさんいる整理習慣というのはありうるかもしんないんですけど、何

か多少手にお花をしました別紙 6つくり出しましただけで 1週間とってくれとい

うふうにモリノないので別に個別の日程の相談いただいて構わないと思ってい

るのでよろしくお願いします。 

1:28:02 日本原燃者でございますはい、 

1:28:06 もうものはありますんで速やかに立ちたいと思いますが、ヒアリングにおいても

ば考えたいと思います。 

1:28:13 はい。規制庁田尻ですね個別に関して言うと添付に関しては今のお話だと通

路部分と照明部分で 1回目と 3回目から 3回目で分けるという形なんで右下

16ページに行っていただいても、要は店舗とかの話になるけれど、あのまま

説明書自体は安全避難通路の説明書と証明説明書で、 

1:28:33 終わって一定で表面説明書は 1回出てこないような形に一応整理自体をつけ

ていて、項目番号 0 と 2項に関しては、照明説明書で説明しますよという形で

一部の安全設備と安全避難通路に絡むものだけ出してきますという話なん

で。 



1:28:48 ある意味わかりやすいそうね。これに関して 47ページのこれ③がつけられて

いるのもイトウは変わるので、 

1:28:55 何か。 

1:28:58 いいのか。 

1:29:00 いや、すいませんこういう事態になったらいいとはそこまでわからないものない

ので理解しましたので、実際の添付の記載に関して別紙 4カラーに関してなん

ですけど、どうでもいい話しかこいつ検討自体もそこまで中身をいっぱい書か

なきゃいけないものではないと思うんで体裁だけ記させてくださいねという意味

で幾らかだけ指摘させていただくと。 

1:29:21 19ページで、本資料は第十三条第 1項第 1号って言ってるんですけど多分

第十三条第 1項しかないんで第 1項要らないんじゃないかとか、20ページの

一番上のところであと次回で申請する添付書類って言っていて、あと次回で申

請する添付書類っていうのは、添付書類申請するわけじゃないんで。 

1:29:38 あと次回の申請で添付書類に示しとかでもいいような気がするんで言葉遣い

だけなんですけど 

1:29:45 この短い 2ページでも幾らかあるような気がするので精査いただければと思

います。 

1:29:52 はい。 

1:29:52 いよぎん西原でございますはい。申し上げません精査いたします。 

1:29:58 規制庁田尻です。別紙 5に行っていただいて、ＮＥＡほど話になってもこいつも

またわかりやすくて通路に関しては図面つけますよとかいう話で、 

1:30:08 ちなみ通路の話のところ提案図面上一応証明もちょっと形になってるんですけ

れどもそこは次におまけつけてるよという形であくまで正面に絡むもののその

容量だとかそういったものに絡むに関しては 2、項目番号で言うと 2行なの

で、第 3回目ぐらいだろうしますよっていうことでいいですよね。 

1:30:26 大宜味シェアでございますはい、そういう整理でございますが、あくまで避難経

路を示すルートという意味も含めて誘導灯とかを図面につけてますが、あくま

で照明の設計については第 3回ということでございます。 

1:30:40 規制庁田尻です。23ページで一定程度と比較してもそこまで変わりませんよと

いう形になっていてなかなか決め方は違うんですけど培養とか多分まとめた

形で、その照度とか何とか本人多分盛り込まれるとしてると思うんで、 

1:30:55 あと個別固有事項に関してあるかどうか。 

1:30:58 例えばこのルーバーの話とかっていうのは関連しなかったからつけないところ

ですかね今回の説明についてないんで、せっかくなんで整理はできるんです

けど。 

1:31:13 日本原燃佐藤です。 



  

1:31:16 23ページの別紙 5－②に記載されてます。°で規定されてますルーバー落下

防止対策については別途別にその負担に四角で記載してます通り木製電力

ことであっても同様に期待いたします。 

1:31:31 規制庁田尻そうですねリスト化したのはここに書くんでしたねそれから％以下

とすいません。いずれにしなきいけ運びになってるんですよね見落としました。

そっか。 

1:31:40 上の整理結果は下に書かれる形ですね、これ上で比較をしてその差分に関し

てはこうすることにしましてですねに関しましては、すみません。見方が間違い

ました。 

1:31:53 規制庁田尻ですんで 24ページという形なんでなんで安全避難通路には先に

ついては先ほどお伝えしたんですけど、別紙 6も出していただいて意識早め

にも見てしまいたいいかなと思ういますので別に、先ほど本文の話も生理学に

近いような話なので、 

1:32:11 基本的に中身さえ固めてしまえば、整理学の話ってほかの条文の協定 1いつ

までも受け付けてしまうの認可が出るまでっていう意味ですけど受け付けてし

まう可能性があると思っているので、少なくとも中身に関して漏れがないかと

かの話だけでもちょっとおろしてしまいたいなというふうな気はしているので、 

1:32:28 早め早めに出していただければ別に交通に関して等他と何か一緒にやらなき

ゃいけないっていうルールがある条文でもないと思っているので早めに出して

きていただければと思います。 

1:32:41 はい、日本原燃の稲場です。了解いたしました別紙 6 と合わせて掃気させて

いただきたいと思います。 

1:32:49 規制庁田尻です。次いで捕捉再処理のほうは似たり寄ったりだと思って合わ

せて対応いただければと思うんですけど、補足の移行できないと付則に関して

なんですけど。 

1:32:59 メーリングこういったものを補足に関してどう図面ついてるだけなんでそこまで

どこというふうに思っていないんですけど一点だけ確認なんですけど。 

1:33:06 前回中二階と言えばいいのかわかんないですけど下層階か上層階以下の記

載があって、これ何ら系っていうのほかの図面どこだってこれ下層階ですよ総

会ですっていう形で書いてたやつを多分今回、安全避難通路に関係ないとこ

ろ決して行かれたような気はするんですけど。 

1:33:26 それで、図面の書き方としてはそういうふうにするんでしたっけ関係で何か物

によって図面で、それが書いてあったりなかったりっていうのが今後発生しそう

な気もするんですけど、何かその辺りで整理ついてますかね、日本エヌイナバ

ですとこう改定している部分がですね今おっしゃられた通りでございまして 

1:33:45 中間層のところで、誘導灯なりがついている部分とか、そこは残してるんです

けどない部分はちょっと関係ないということで削除させていただきました。ちょ



っとそこら辺の書き方は、すみません他条文で置いた図面使ってるのもありま

すので、ちょっと記載の方ですね、再度整理させていただきたいと思います。 

1:34:05 規制庁田尻です。その借り入れずつき合いがなんか全く関係なくてっていうの

だったら角書き書かないときもあり得るかなと思うんですけど、中央会とかに

関して中途半端にその部分だけが抜けると特にこれマスキングとかなんで、な

んかよくわからず、黒いところがなくなったりあったりっていうなどの図面になり

そうな気がするんで悩まれるぐらいで、 

1:34:25 ｂａｒもつけてしまってください特に安全避難通路なので、例えば列島右下 11

ページのバリューと階段の先の部分の図面が多分今ないような形になるの

で、点けてしまったほうが早い気もするので、別に詰めるんじゃんつけるのに

その手間ではないと思うんでつけてしまっていただければ。 

1:34:45 はい、日本イナバです。了解いたしました。 

1:34:49 規制庁田尻です。ちょっと些末な確認なんですけど右下 15ページで、エネル

ギー管理建屋渡されたんですけど、誘導標識の話っていう比エネルギー管理

建屋にだけあるんでしたっけ。 

1:35:03 はい。 

1:35:04 日本原燃稲場です。誘導標識エネルギー管理エネルギー管理建屋だけになり

ます。 

1:35:12 一応タジリです。何で標識に関しても記載するようにルールとしてつくっていて

たまたま標識があるのはここだけっていうふうな意味でよかったですかね。 

1:35:21 はい。日本原燃の場でその通りでございます。 

1:35:24 タジリＳＢＯＣありました。あとすみません、単にこちらはちょっと認識ができて

ないだけなんですけど、右下 10ページ 17ページで、エネルギー管理建屋の

20床ないってどこでしたっけ。 

1:35:36 日本原燃の稲場です。これちょっと二重化ないっていう名前がちょっとあまりよ

くないよかったので申し訳ないんですけどをピット構造になっておりまして、ピッ

ト会っていうのは言い方がいいのかどうかちょっとあれなんですけど。 

1:35:50 そういう夫婦フロアとして設備があるわけではないんですけど、一応 

1:35:58 空間があったというようなエリアを示しております。 

1:36:02 規制庁田尻です。これマスキングじゃないんでスキームではないので、そのま

まで濃い左上延びてっていうところはＭＯＸの 2年ごとに繋がるんですか。 

1:36:12 日本原電イナバそうですねはい。すいませんちょっと補足説明が不足しており

まして申し訳ございません。ええと左上に出るのはＭＯＸの燃料加工建屋に

て、ここの部分だけがいわゆる人が歩けるような合同になっておりますんで後

の 

1:36:30 四角の進めになってる部分は人が通常入らないようなピットみなってます。そ

れでちょっと 20床ないっていうフロアとして表しております。 



  

1:36:41 規制庁田尻です。ちなみにこれてっ事業 1階 2階でいうと二階の上にいるん

ですか。 

1:36:48 広めにやっぱりこれは地上トイレ地下になりますね。 

1:36:52 町タジリｓなんかそんな気がしていて、であれば順番的に阿多地上 1階の前

に書いてもらったほうがわかりいいかなっていう気はするのでそうすれば地下

階でエネルギー内燃料加工建屋と繋がっていてってことだと思うんですけど、

建屋に繋がる済みであるんでしたっけ。 

1:37:10 タジリさんすいません東亜日本原燃の再最後のとこちょっと聞こえづらかった

んですけど、規制庁鳥栖燃料加工建屋、次はすみません先ほどの図面の左

上が燃料加工建屋だっていう話だったんですけどそれって、前のほうの燃料

加工建屋の図面で何か見れるんでしたっけ。 

1:37:29 日本原燃稲場です。こちらのほうで言うと、12ページ。 

1:37:37 がそうなんですけども、ちょっとここの部分は 1000ごめんなさい、12ページ開

けて 11ページ 2011ページのところの左側に繋がる。 

1:37:47 ところがございます。 

1:37:50 建築物を°Ｃなんて、左側にちょっと突き出てる部分があるかと思うんですけ

ど。 

1:37:58 町とＧＳＲわかりました。炊事上と左はじの出っ張ってるところの上ですね、多

分つかないそうです。はいそう通りです。 

1:38:09 んな何かわからないんでそれぐらい書いていただけると助かります。以上で

す。 

1:38:15 日本原燃の稲場です了解いたしました。 

1:38:19 規制庁田尻です。安全避難通路を別紙θ協定等 00 とアボと家族で自分から

は以上なんですけど、規制庁がほかに何かありますか。 

1:38:38 規制庁田尻です。なさそうなんで、原燃これ修正とかってどれぐらいかかりそう

ですか。 

1:38:45 2日ぐらいで終わっちゃう。 

1:38:47 使えばいいんじゃないですか。日本原燃稲場です。2日ぐらいいただければな

どで来週もさ。 

1:38:55 次を見渡すと出せると思います。 

1:38:59 規制庁田尻です。出てきたら、これ単体で借金をしてもちょっとヒアリング時乾

燥なまこムラノな気がするので、何かのヒアリングのついででいいので。無理

2週間とは言わないので最初次の人が出る資料受け取られるかどうかってい

うところもあるので、手もあるんですけど。 

1:39:16 無理 2週間でなくてもいいので 

1:39:19 要は今別紙 1 とかも含めてですけど、大量に出てきているので、ある程度めど

を立てて通話都道ばらしに言ったほうがいいと思っていてきは確認したいしっ

かり確認したやつに時間をかけていければなと思っているので、何かあまり細



かなやつにムラノ時間かけ過ぎずにパパッと出してきていただければと思うん

でよろしくお願いします。 

1:39:40 日本原燃シェアでございます。提出スケジュールとヒアリングも含めて醸成し

たいと思います。 

1:39:48 はい、伊藤安全避難通路はほかになさそうなんですけど、規制庁原燃側から

も御ヒアリングある形にはなるんですけど、午前中のヒアリング等して、全体で

何かありますか。 

1:40:07 日本原燃ビジョンです特に 

1:40:08 ありません。 

1:40:11 規制庁田尻です。では今日午前中、 

1:40:15 今やっぱりちょいぐらいの時間の時はするんで、外部事象午後からと思うんで

すけど、もう 1時半からで計画してましたっけ、10 ミリ以上でございますはい 1

時半からということで予定しておりました。 

1:40:29 低調タジリですでは午前中のヒアリングこれで一応終了させていただいて午後

1時半から再開ということにさせていただければと思います。それでは午前中

のヒアリングで一度中断した分についてこれ一度ヒアリングちょうだいしたいと

思います。 

0:00:02 原子力規制庁の田尻です。それでヒアリングを再開したいと思います。現年出

席者で追加等がある場合だけ説明をお願いします。 

0:00:16 幾つか 

0:00:16 いよぎんの西原でございます出席者等追加ございません。 

0:00:21 規制庁田尻です。それでは課外統合は外部事象に係るものだと思いますの

で、原燃のほうから説明があればよろしくお願いします。 

0:00:31 日本原燃西原でございます。外務省のほうは、一番最初に御説明した通り、

外部火災は外部衝撃の火山と外部衝撃のうちの航空機落下、 

0:00:45 その次に外部初期あがっくらい。 

0:00:49 最後の最後が、その他外部衝撃、その他という順番例で出していただければ

と思っております。 

0:00:58 外部衝撃の火山につきましては前期以前やらせていただい竜巻等を作成方

法展開の仕方は同じでございます。 

0:01:11 だから得失について説明するというところがあまりないんですがオレンジの薄

い吹き出しをつけて許可からの変更点とか、そういったことの大枠を追加をし

て展開していることを 

0:01:26 ほかの外部衝撃と同じで再処理のほうの資料でもＭＯＸの資料でも同じように

紫の字で書いてあるものは重大事故小川から展開をしている記載事項という

ことで紫の字で示した上で青い吹き出しと。 

0:01:45 いうことで、限界をさせていただいてございます。 



  

0:01:48 今までの外部衝撃で共通的に話題になっている基本設計方針で示す与えに

つきましては、最初の資料でいきますと、右下 8ページになります防護設計に

おける降下火砕物の特性の設定とか、 

0:02:06 いう部分で降下火砕物自体の層圧ですとか密度というものを設定するというこ

とで、ここで価に関する展開をさせていただいてございます。 

0:02:17 これらの設計条件ということで展開をさせていただきました。 

0:02:21 スピーディ以外は強化整合も踏まえた上で、あとは発電炉と比較をしたしなが

らごみの部分で詳細設計の展開ということで適切に見直しをしているというこ

と、あとは詳細設計の基本設計方針はどこまで設備名称ブレークするかと。 

0:02:39 いうところを整理というのはありますが、基本設計方針はで整理し展開したほ

うがいいものについては、無理をして、個々の設備名称まで記載をしていると

いうところでございます。 

0:02:52 火山として特別何かというわけではないので説明以上でございます。 

0:03:02 規制庁の田尻です。それではその辺最初自分のほうから幾つか確認させてい

ただければと思います。まずと火山の資料の右下 7ページに行かせていただ

いて、 

0:03:17 イトウ 

0:03:18 前にも整理聞いたかもしれないんですけど、一応確認なんですけど波及影響

の話とか、割と全般共通の話とかっていうのはあると思うんですけどこういうや

つに関してはその他外部で共通にうたった上で低角個別事象でも書くというこ

とでいいですかね、右下 7ページっていうか、6ページの最後からの波及影響

の話とかなんですけど。 

0:03:39 上下にイシハラでございます。すいませんその関係でいきますと、一番最後に

リングその他のところで以前御説明をご指摘いただきました。 

0:03:50 一応今農政としましては、共通的なところで、確かにどの項目書いてるんです

がこのを外部衝撃全体も、譴責を市の見解の構成からいきますと、その後共

通全般事項として、頭に竜巻含めて全体に対しては、 

0:04:10 的影響の話を書いた上で、ここのとこに必要なとこにもＡＴＯＫ追加という形で

展開をされてます。我々としてもそういう形にするということでも考えた考えて

いますがまだ今その形にはなっなりきれておりません。 

0:04:27 空け的影響拡売でも共通的な一番 3ポツ 3だったかの全体 1番目にですね

それを会計個別で展開するところを展開するという形で整理をしたいと思いま

すが、今の時点ではすいませんそこまで衛星書き切れないところが実態でご

ざいます。 

0:04:48 規制庁田尻です。整理をどちらにされるかっていうところもあると思いますの

で、火山の場合なんな中の項目でそれはなんですけど、同じようなことを何度

も言っているような形になっているので、今その他の項目なということにはなる



んですけど、最後は全体で見たときは今バラバラの資料で出てきてるからそこ

までは、 

0:05:08 今までない可能性はあるんですけど最後外部事象とかの話って連続して共通

の自然現象のところに述べられてしまうと思うので、最後パッケージにしたとき

に、 

0:05:17 同じことなども何度も要は同じページで地下も出てくるような形のところも出て

くるかと思うので、そういったところは最後見方だけなのかもしれないんですけ

ど整理いただければと思うんでよろしくお願いします。 

0:05:29 容疑者でございますはい、整理をさせていただきます。 

0:05:34 規制庁田尻リース右下 7ページのところでついでになんですけど、施行に基

本設計方針のところで、上から四つ目のところで性の記載が増えていて、さら

に重大事故等対処設備についても、ここは火砕物より防護すべき施設に含め

るというふうにあるんですけど。 

0:05:52 この降下火砕物により防護すべき施設っていうのは何になるんで設計を 

0:05:57 右下 6ページのところで、降下火砕物から防護する施設っていうのは火砕物

えーっと防護対策対象施設かどうかっていう形で略語いたりするんですけど。 

0:06:08 含めるっていう記載が変なだけのような気もするんですけど、重大事故等対処

施設に関しても買って火砕物から防護するって書きたいだけならそうかも考慮

した設計にするとかってそう書けばいいんですけども含めるというふうに言わ

れると、この降下火砕物により防護すべき施設程度がどっかにいって欲しいん

ですけど、これは何になるんでしたっけ。 

0:06:27 ゆえに者でございます。ご指摘の点は、はい。ちょっと日本語整理します降下

火砕物から防護する施設っていうのは確かに、6ページで書いた上で、 

0:06:38 7ページに同じ手法を使って、そこに重大事故等対処設備も含めるとか行ける

んですけど、班員を 6ページで 1回経費してしまっているので、そこの前後関

係もう一度整理をした上で、言いたいことは今ご指摘いただいた通り、 

0:06:54 友達にしますということだけですので、そこがちゃんとわかるように展開をさせ

ていただきます。 

0:07:00 規制庁田尻です。略語のこの降下火砕物防護対象施設に据え含めるとそれ

はそれで多分とかという話がややこしくなるような気もするので無理にまとめる

という話ではなくてちゃんとすみ分けなすみ分けしてくださいねという話なの

で、あと、 

0:07:16 などのことがどんどん増えていくと、これ何だっけみたいな形になるのでそうい

ったときにも注意いただければと思います。 

0:07:27 今日タジリですねそのまま生かしていただいて右下 8ページにいって先ほど

の数値の話されたかと思うんですけど、一応、これを入れましたという説明は

先ほど聞いた上での確認なんですけど、 

0:07:41 要は許可で謳った数値で 



  

0:07:44 右下 6ページのところだった事業指定で見た分設定したか、火砕物の特性と

かっていう話は書いた上で、ここでも 1 ヶ月そうあと書かれる形になると思うん

ですけど。 

0:07:56 これは重要だったりしたらもう 1回核とかですね書いてあること等でここは火

砕物に関してで結構重要な値にはなっているので、そこまで違和感かと言わ

れたら、ここに関してはどちらでもとも五つなんですけど、単に記載ルールとし

て確認しておきたいという趣旨なんですけど。 

0:08:14 要は許可のやつ引っ張ってくるとき許可本文でもうたって正式に許可取ったや

つに関してはバネみたいな話を前あった気がしたのでその辺りの整理がどう

なったかだけ確認させてください。 

0:08:25 日本原燃指標でございます。こちらにつきましては前回まだ溢水デブリとこが

ありますが設計条件としてそれを前提にしてこの後の防護設計を考える場合

には、それは重要な値ということで強化レックス停止した値であってもその数

字を書かせていただくと。 

0:08:45 いうことで整理をさせていただきましたそれが店舗外にあるものが多いですけ

どテンプがやったとしてもそれは 10であれば書くということで整理をさせてい

ただいてございます。 

0:08:55 規制庁たりですと自分の覚えば間違ってるかもしれないんですけど、前回の

話だと本番でやったやつに関してはもう許可でしっかり固まったものだから書

かなくてテンプに関しては添付に書いてある数字で設計に使うものはみたいな

話だったような気もしたんですけど。 

0:09:10 今のお話だと本文に書いてあるが添付に書いてあろうか、設計上の重要なこ

とのパラメータになるものに関してある程度数値を変えていくと思っておけばい

いですかね。日本原燃西原でございますが、私の説明なかったかもしれ 3系

統 6で以前お話をしたのはまず全第 1、 

0:09:29 第 1弾の本許可本文に書いてある数字は基本設計方針見解をさせていただ

きます。ただし、仕様表で展開するものは除くということで、次に許可の添付書

類に書いてあるものでも、そのあとの詳細設計の設計条件があるような与え

につきましては、基本設計方針がで、 

0:09:48 記載いただくというのが今のルールでございます。 

0:09:53 規制庁田尻です。自分が勘違いしていただけかもしれない団体で本文に書い

てあるやつと、添付においてもそれが設計上の担保飛沫当たりであれば価格

というふうなルールでこの書かれているという認識で見ていこうかなと思うので

理解しました。 

0:10:07 きわみ数値に関することで規制庁側からほかに何かコメントありますか。 

0:10:21 規制庁田尻ですなさそうであれば火山系自分の方で随時おつ聞かせていた

だきますと右下はりませんコサクです。はい。 

0:10:29 それと、 



0:10:31 直接じゃないんですけど、今の 8ページの数字のところで、 

0:10:37 °の方向が 

0:10:39 使用の数字が多いんですけど、これは何でですか。 

0:10:56 成年タケダですしてる設置許可の時点ではですね。流況についてうん店舗さ

がございますか、設置工の段階で粒径は設備設計に用いないということで、評

価の段階では震災いただいていないと。 

0:11:12 ですので、再処理側のほうは粒径の記載を注いでいるという形になっていま

す。 

0:11:19 すみません、ちょっとよくわからなかったと。もう一度お願いしたいんですけど、

どうでは、関係あるから書いているけど再処理は関係ないっていうのはどうい

うことですか。 

0:11:32 許可例年体系をですね、許可の段階でですね、休憩／持ち粒径を考えてです

ね、休憩を考慮した設備設計をする必要。 

0:11:45 ないとまずいった説明を行っていまして、実際隆起に関わる審査を㏍に関して

は隙間をされていないと書いて申し訳ないけど、経緯。 

0:12:01 というよりは素直に技術的に露頭の違いを言ってもらったらわかりますとです

ね、運転のはですね例えば 

0:12:10 水循環系にづけ海水系の熱交換器とか、休憩を考慮すべき施設があるんで

すけれども、最初担われはそういったごく所センチ程度の粒径を考慮するよう

な設備がないということです。 

0:12:27 その側部違いがあるということです。 

0:12:32 規制庁高速にすごくこれも一つ、その次の乾燥状態については、 

0:12:37 どうでしょうか。 

0:12:39 現在開発中少々お待ちください。 

0:13:06 うん。 

0:13:11 宮銀の市田でございます。少々お待ちください。 

0:13:19 現在がですね、ネットですね密度のほうもですね基本的には湿潤密度のほう

で、 

0:13:25 確か使っていないということで湿潤密度体積のほうの観点から、再処理が書

いてます運転でももですね乾燥密度書いてるんですけども、実際は、 

0:13:40 設備の設計に本来は使っていないというのが実情です。以上です。 

0:13:48 規制庁コサクです。わかりました。リケンの方は先ほどご説明あったようなとこ

ろで、何となくそういうイメージは今言ったんですけど、密度のほうは何で感想

書いてあるのかなというのが正直わからなかったのでお聞きしたんですけど。 

0:14:04 あれですかね、実際に降り積もるにはこういうものがありますけどっていうとこ

ろで、設計上大きいほうを使っていると。 



  

0:14:14 いうことなので設計条件としては、必要事項 2点では絞ったっていうことです

ね。はい、わかりました。ふうん年代監査ご理解の通りで、東海第 2のほうで

は 

0:14:28 密度のほうへ感想として順のほうですね両方審査いただいたので、基本設計

方針のほうにも記載している。そういう違いになります。 

0:14:39 日本原燃の谷口です。ちょっと補足をしました柏崎のほうでは記載は必要な状

態の密度しかなくて乾燥状態の水を記載してない状態になってます。これなど

で実際に設計として見ている密度をどれを使ってるかということで書いている

のかなというふうに思います。 

0:14:56 はい、規制庁コサクです。わかりました。ふうん。 

0:15:02 規制庁田尻です。原電の審査の時も多分先行が書いてたからっていう形でや

ってて勘案結局堆積した時の重さの話です状態であるっていうのが結局最後

出てくるのでそっちを使うっていうのであったと、それでローンときの審査の意

味では確かそうだった気がします。 

0:15:19 ですので声で話して薄めて何かこの審査の話になっちゃうんでちょっと中させ

ていただいて、それで 8ページのところ続いて行かせていただきたいんですけ

ど、許可の添 6のところで、1ポツ 7乙 13ポツ 2のところで、設計対象施設の

選定の話が書かれていて、 

0:15:37 ここをいくつかの種類の施設の話が書いてあって、建家の話であるとか、空気

の流路となる話とかは書いてあったり、 

0:15:47 外気取り入れの話が書いてあったり屋外設置の話が書いてあると思うんです

けど、ここんところで、空気の流通空気の流路となる施設等屋外に設置する施

設に関しては具体にこの横にいないんですけど、後ろのほうのページで具体

に設備を書くような形になっていて、 

0:16:04 この建屋であるとか外気取り入れの話っていうのはいつ取り込む形にはなっ

てないんですけどここって何の差があるんでしたっけ。 

0:16:36 規制庁谷です。現年機構へまわしいたしません。 

0:16:45 規制庁田尻ですけど原燃補正届いてますか。 

0:16:49 現年抱き合わせする聞こえてます。ご質問館山ところがハッチングされている

けど他の設備はハッチングされてない理由はということでよろしいでしょうか。 

0:17:00 規制庁たりＳ簡単に言うと基本設計方針に具体の施設格安と書かないやつっ

てどういうふうにさを上げたんですかっていう質問です。 

0:17:10 定年だけＲＳえっとですね、屋内の建屋については、ですね個別名称出さずと

も 

0:17:20 あと防護すべき建屋っていうのがわかるのでえーっとですね、基本設計方針

には個別の名称出さずに、 

0:17:28 設備については、 



0:17:32 個別名称を出すとちょっとくせがこちらのルールにのっとって記載をしておりま

す。 

0:17:39 経常タジリｓあのルールの何か考え方ありますかに近いんですけどこれすいま

せん屋外っていう形でいうと、建屋わかって屋外オオオカれないという話なん

ですけど、屋外も冷却塔とか、それ系なんで分かれちゃうわかるレベルだとは

思うんですけど、ここって何か。 

0:17:57 建屋に関しては明記までしないとか何かそういうのが基本ルールで設計、 

0:18:02 いよぎんの西原でございます。これルール上私のほうで考えは整理させてい

ただいて、ベッド等安重欧州行政建屋っていうのが設工認流体波形次何かっ

ていうのは具体は、指し示すのゴムと出てくるということで建屋名称について

はもともとの防護対象の中で、 

0:18:22 安全評価上その機能を期待する構築物系統機器をもれなく抽出するルートで

安重選びますと言えば、必然的に対象が決まりますということで特段、個別名

称までわからないという整理をさせていただきました。以前竜巻のときに同じよ

うな御指摘をいただいて屋外にある安重施設いってもわかるんじゃないのか

と。 

0:18:40 いうことではあるんですがその個別具体によってそれぞれ設計を書き上げて

必要なところもありますので、誰が対象かっていうのをはっきりさせる必要があ

るだろうということで屋外に対象施設については、昭和イトウだったり冷却とだ

ったりとか登場人物をそれぞれ 

0:18:58 今まで使ってるところありますけども今再処理の場合は定修排気塔を冷却塔

関係、あとその外の配管といったような対象物が特定できできるような形で書

かさせていただいているということでございますし、 

0:19:14 規制庁田尻です。建家に関しては他行分も含めているのところですが特定で

きるだろうというので明記しないで屋外設備に関しては設備がどういったもの

かっていうのも含めてで火砕物がここはそれで別ですけど、各事象への影響

がどういうふうになるかっていうのを個別に書くときがあるので書いている。 

0:19:32 ていうので一応理解はしようと思うんですけど、ちなみにそのときなんですけ

ど、右下 9ページのところで、外気から取り入れた等行いの空気をっていうや

ついると思うんですけどハッチングがかかっているもう一つ熱こいつらの整理

って何ですか。 

0:19:57 日本原燃西原でございます。すいません、これは今私がもともと考え方話に行

きますと、 

0:20:06 ハッチング抜けるかなっていう気はします。これも同じでして特定できないはず

なので、対象物上ちゃんと特定明確にするっていう意味では、 

0:20:16 ハッチングではなくて、資料で下線が引いてる状態でないと駄目なんじゃない

かなと思いますが、そこでちょっと整理をさせてください。 



  

0:20:25 全体ではです。すいません。ちょっと補足させていただきますと、実際ここハッ

チングされてる設備はですね。 

0:20:32 そうですね資料右肩の 

0:20:39 少々お待ちください。 

0:20:43 です。 

0:20:45 資料右肩 25ページの絶縁低下のところで記載してますので、ちょっとこの治

具のハッチングしてあるっていうのは間違ってますのでここは修正させていた

だきたいと思います。 

0:20:58 規制庁田尻です。右側しか右下ですよねで 25ページが書いてあってでとの絶

縁低下のところで、一対一対応しているかどうかっていうところを細かくみたい

ですが、放射線監視とかがあったかありますね。そこんとこも含めて一応ここ

にかけるっていうことでいいんです。 

0:21:16 非常になんかちょっとハッチングのページを見たときに何か整理ついてんのか

なと思って 

0:21:22 25ページたときにヨコオにたらまた出てくるような形になっていて何かいまいち

構成がわからないと思いながら見ていたんですけども、これは同じ記載だから

省いてるっていうことになるんですかね、すぐ懸念タキカワでそうですね、ちょ

っと 25ページのほうの 

0:21:36 喧々6から引っ張ってきてるっていうことにしているので、9ページのほうはちょ

っとハッチングしていると。 

0:21:44 ちょっとわかりづらいんですけども、今、今の考え方はそのように整理して記載

したところです。 

0:21:50 規制庁田尻です。何で基本的には屋内設備でやろうが屋外設備多様化設備

単位で個別に特定しなきゃいけないものに関しては、要は、ほかに欠けるとこ

ろがないからっていうのもあって基本設計方針に盛り込んでしまうと思ってま

すっていうふうな整理だと理解はしました。 

0:22:08 はい、経年的なデスク理解の通りです。 

0:22:12 規制庁田尻です。 

0:22:14 とりあえずあの程度確認という形でさっき説明していただければと思うんです

けど、右下 13ページにいってなんですけど、ここは該当するのかどうかってい

うのちょっと定かではないんですけど、右下 13ページのところで実用炉と交流

当庫火砕物が堆積しやすい構造を有する場合にはっていうのを書いていて、 

0:22:33 発言の機会で許可における設計方針の際のためという形を変えているんです

けど。 

0:22:38 これって現年て配管とかそういう系の堆積っていう要は丸い形をしたものって

いう意図なんですけど堆積しがたい構造のやつっていうのは幾らか入れるよう

な気がするんですけどそういうのっていうのは考慮しないということでしたっ

け。 



0:22:57 日本原燃西原でございます。 

0:23:00 静的鉱物でも確か配管のような堆積しづらいやとかっていうのはあったと考慮

しましないっていうので整理したと思うんですけど、ここで言ってるのが、単純

に建物構築物系、要はそういったものに対する整理からいくと。 

0:23:19 ないんじゃないかなと思いますけどね、あの堆積しづらいから関係ないよと言

ってることだけ真四角のものがほとんどなので、ここに全部考慮しますと言っ

てたので、特に許可のときもあまりそういう枕言葉を使わなかったという記憶で

ございます。 

0:23:34 規制庁田尻です。いや、実用炉のところで書いてるのって、うち構造物に限ら

ずお声の施設も読める記載なんじゃないかと今思っていたんですけど、ここを

建家の話だっていうふうに整理して寝ないというふうに言っているところですか

ね、内包する施設はそうなんですけど。 

0:23:51 これずっと何とか何とか何とか何とかっていうふうに話が続いた上で書いてい

るので億倍設置している施設とかそういうのもこれ含まれている気がして一定

であれば原燃も対象がいるんじゃないかっていうのが趣旨だったんですけど。 

0:24:08 次にイシハラでございます。ご指摘の点踏まえて整理をさせていただき確かに

そのあとのうちの部署にもうだとう配管できますんで、ここの頭で言っているも

のがどうなのかっていうことですよね。はい。ちょっと整理をさせていただきま

す。 

0:24:26 ちょっとどの法の許可の展開も踏まえた上でもう一度言葉の使い方も含めて

整理させてください。 

0:24:36 規制庁田尻です。許可との整合性は確かに重要で、どこまで明確に書いてた

かっていう話はあり得ると思ってるんですけど、あの設計状況かのタイミング

から考慮していることは言ってた 

0:24:49 体積比は耐圧に関しては堆積しないようなことを言ってたような気はするの

で、どう明確に関してはこれだけの差なような気もするので、あくまでも設計方

針で歌も歌っておかないと、じゃあなんで、配管とかに関して荷重を考慮しない

のって話は後でしなきゃいけなくなってしまう気がするので、その点に関しては

整理いただければと思います。 

0:25:08 次にイシハラでございますはい、ご指摘の点踏まえて整理させていただきま

す。ちょっと絵を比べると整理資料でしか出てこなかったものがあったりもした

のでということだと思うんですけど、ただ、添付書類側でそういう評価で対象外

にするとかっていうのをするんであれば、基本設計方針変わりはないと。 

0:25:25 その添付書類で初めて出てくるわけにいかないので、そういうのも含めた上で

ちょっと記載を整理します。 

0:25:32 規制庁田尻ですよろしくお願いしますデータ次にその右下 13ページのところ

で、 



  

0:25:38 単なる確認なんですけど、冷却東京設計方針のおっきな二つ目の固まりとこう

で冷却等に接続する屋外設備ってやつ盗取廃棄等に接続する屋外配管及び

屋外ダクトっていう分け方があるんですけど、許可のときからこうだったってい

うのは認識してるんですけど。 

0:25:55 屋外設備って何か配管とかダクト以外にも何か要るんでしたっけ。 

0:26:18 中小お待ちください。 

0:27:22 規制庁田尻です。本質的な話じゃないんで、今度来教えてくださいそれで大丈

夫です別にそこまでこだわってるわけでもないのでそれに時間をかける意味も

ないので、 

0:27:35 はい、すいません。規制庁コサクですけど、今のあれですかね、全社屋外設備

と丸めて書いてあるけど、黄砂は配管及びダクトと書いてあって、 

0:27:47 同じようにはいかんだ配管だけであれば配管で書けばいいし、違うのある絡ま

る見るっていうことであれば、どこなりであれば丸メールでとこだったら、具体

的に各部門っていう書き方の問題ですか。規制庁田尻ですそうです。なんか、 

0:28:03 前までは別に書いてたんでそこまで違和感はなかったんですけど、これだけで

連続して書かれてしまうと何が違うんだっけというところがあるので丸めて会社

駄目ともなんて思ってないんですけど同じ文章の中で求めたり丸めなかったり

っていうので、かつなんか配管とダクト以外のイメージがあまりわからなくて、

同じものを違う言葉で書いてたらそれはそれでよくあまりなんていうのが趣旨

です。 

0:28:26 りゅうぎん西原でございます。今御指摘の件も踏まえてちゃんと整理をさせて

いただきたいと思います。 

0:28:35 コサク別で新ちなみになんですけどさっき話になった個別設備を書くか書かな

いみたいなところの話のところでちょっと気になったんですけど、今の話ともち

ょっと関連してて、どこまで具体的に書くのかなっていうのが、 

0:28:54 基本設計方針などに何か具体設計方針になってないかっていうのが気になっ

ていてですね、防護設計をするの視点として明確にしないといけないのでって

いうので、 

0:29:10 冷却塔だったり 

0:29:14 何ですかね、もののイメージがわかるように書くっていうのはそれは大事なの

でいいんですけど、先ほどの制御盤系のやつ。 

0:29:23 制御盤の中で言えば何かわかんないですけど。 

0:29:25 あれって何か似たような話がいっぱい書いてあったような気がするんですけど

そのあたりの基本設計方針としての書き方っていうのは何か販売ありますか。 

0:29:36 日本原燃西原でございます。 

0:29:40 ちょっと今私が今からしゃべる通りになってないので、整理がうまくいってない

んだなっていう気はしてるんですけども、試供設計方針で約束するのはどうい

う目的で何を達成したいのかということ。またそのやることが 



0:29:57 設備の形態なり、設備の種類によって違う場合は、その設備の種類、種別で

すかねその大枠を書いた上で展開をしていけばいいのかなと思ってますので

冷却塔のところは冷却塔多かったりあと屋外の配管ダクトと、 

0:30:15 件目は、対象物は、例えばその冷却塔でも幾つかありますけどこの名前をそ

れぞれ書かなくても、何を対象にしているということをてんのがわかるんじゃな

いかと思って書いてました。一方今の 20先ほどの 25ページとかのところは、 

0:30:33 果たして確かおっしゃるここまで個別のことを細かく全部列挙して書くほどのこ

とが必要なのかどうかっていうのはもうちょっと工夫がいるかと思ってます。や

りたいことはどういうことを対象に対してやりたいのかっていうその設計のコン

セプトがちゃんと伝わること、あと周囲設備の種類によってやることが違う。 

0:30:53 れればそれがちゃんと書き分けられることということだと思ってます。 

0:30:59 はい。 

0:31:00 規制庁コサクです。私もそう思ってまして、 

0:31:06 やったら各と結局読みにくくなって方針なんだっけてわかりにくくなるのかちょっ

と気になってたので、整理を進めていただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

0:31:16 はい。りゅうぎん西原でございますはい、整理させていただきます。すいません

なかなか思ってること、言葉にして伝えてみんなが同じように、犯行で押したよ

うに同じ展開をしてくれるっていうことになるまで時間がどうしてもかかってしま

ってるので。 

0:31:31 バラバラになっている状況だと思ってますんでちょっと経緯をちゃんとして伝え

られることが伝えたいと思います。 

0:31:41 規制庁田尻です。25ページとかだと、空気を取り込むとかを何度も何度も言っ

たりしてるのが、なおわかりづらいところの原因の一つだと思っていて先ほど

話があったように盤とかの大くくりでいってもわかるものはわかる気がしていて

それが添付で細かいんですっていうんだったら、それは理解するので整理だ

けよろしくお願いします。 

0:32:01 ちなみにそういった整理が終わった後一番最後で構わないんですけど、今 13

ページで建家等冷却塔等、屋外設備とかいろいろ書かれてるんですけど、多

分及びとかそういうのがぐじゃぐじゃな気がするので、 

0:32:16 ものが固まってからでいいので精査いただければと思います。 

0:32:22 いよぎんのイシハラでございますはい整理させていただきます。 

0:32:26 規制庁コサクですついでに今頃聞いて何なんですけども、空気を取り込む機

構って何のために取り込んでいるんでした。 

0:32:39 例年だけがですね、例えばですね、ディーゼル発電機の景気とかをコア表して

おります。 

0:32:48 あ、ごめんなさい。規制庁コサクです。そこではなくて、 



  

0:32:53 盤制御盤に空気を取り込む機構って言っているものなんですけど、すみませ

んが原燃だけをですね整理場合にですね 

0:33:02 整理番地にファンがついてるものがありまして、そそこが空気を取り込むって

いうことで制御盤を対象に挙げております。 

0:33:12 規制庁価格です。先ほどの方もそうだったんですけど。 

0:33:17 もう少し質問のイトウを確保してわかるように説明するという意識を持っていた

だきたくてですね、一問一答をすごい限定的に回答をされ過ぎてるような嫌い

がありますので、前からも原燃によく見られる。 

0:33:36 ああいう大きいので、ちょっと苦言を申し上げていたんですけど、 

0:33:40 ちょっと全般にいっちゃいますけど今ので言うと、何でそのファンついてるんで

したっけっていうことを聞いていてですね、電源制御盤の電気系統の発熱ホー

ルをする除去するためということですか。 

0:33:56 容疑者でございますが、そういう意味でいくと、それが目的です。はい。 

0:34:01 はい、規制庁告別わかりました。そういったことを踏まえて、どういうものってい

うのがわかりやすく書けば自然とまとまるっていうことだろうなと思っています

のでよろしくお願いします。 

0:34:21 規制庁田尻です。では次かしれてまた右下 13ページで申し訳ないんですけど

右下 13ページの一番下のところで、 

0:34:30 これが合ってるのかどうかの確認になってしまうんですけど、降下火砕物対象

施設に波及的影響を及ぼす可能性のある施設であるというので、竜巻防護対

策施設させ対策設備等キャスク建屋キャスクほかの二つっていうふうに限定

をかけに行っているんですけど。 

0:34:46 これは波及影響をおよぼし得るやつは他にないっていうのを精査し切ってこの

二つにしていると思えばいいですか。 

0:34:59 はい。日本原燃瀧川です。ですね、こちらに関してはですねはっきり言うて経

営競合施設ということで今後補足資料のほうで説明させていただきたいと考え

てますが、そちらの方でですねこの二つに限定される。 

0:35:14 ますので、ちょっと補足説明資料で説明させていただきたいと思います。 

0:35:20 規制庁田尻です。今解約を御説明いただければと思うんですけどどの単位で

の話をするかによると思うんですけど、別に冷却塔の便ルーバついてますって

言ったらあれ波及影響を及ぼさないための施設施設だったりすると思うんです

よね。どういう単位の話いいかによるんですけど、何か。 

0:35:38 うん。そとか応急加工物みたいなイメージで書いてると思えばいいんでしたっ

け。ただ、 

0:35:45 項の二つなのかなっていうのは何かパッと見や疑問はあるってあるんですけ

ど。 

0:35:52 例年体験をですね、今間今の補足で示させていただこうとしているのはですね

30施設を収納する建屋の隣に隣接する安重施設を収納していない建屋とか、 



0:36:08 またですねええええ。それでですね。 

0:36:11 安重施設でない設備。 

0:36:14 ですとか、あとですね外部事象防護対象施設のうち、附属設備になっているも

の、そういったものの機械的影響等機能的影響の観点から、設備のほうを抽

出して、はっきり的影響御説をして、 

0:36:31 抽出 

0:36:32 することで補足資料で説明させていただきたいと考えております。 

0:36:39 規制庁田尻です。その子測定器解明出てくるんでしたっけというのが一つの質

問等、あと、この波及的影響を及ぼす可能性のある施設っていうのの書き方

は多分、 

0:36:52 若干おかしいっておかしくて別に波及影響っていうのは竜巻のほうでも出てく

ると思うんですけど。 

0:36:58 そういうやつに関してこの降下火砕物防護対象施設に波及的影響を及ぼす可

能性のある施設っていうふうに言うと、これ何か多分覆っているものだけを指

しに行っているような気もするんですけども、竜巻とか言ったらまた違う施設出

てくるんでしたっけ。 

0:37:20 定年だけがですね。ですねまた竜巻のほうでもですね各それぞれの考え方が

ありまして、また別の施設がでて、 

0:37:31 くるみかと思います。ちょっと今の竜巻担当以内のはっきりしたことは言えない

んですけれども、 

0:37:36 対象会社としては違うものが出てきます。以上です。 

0:37:42 規制庁田尻ですねそのこそこういつどのタイミングでっていうのをの方がよか

ったりそこを教えてくださいっていうのプラス、それを基本設計方針でどこまで

具体に書きたいでしたっけ。 

0:37:52 なんか、先ほどお話ありましたけど、別に波及的応用影響をおよぼし得るもの

っていうふうに言ってもらえばある意味特定機器ここの効き目が特定されてる

わけじゃないんですけど、ある程度の特定はその時点でされてきているような

気もするんですけど、そこんとこで竜巻防護対策施設とか保管庫っていうこの

二つの名前に限定しにくい 

0:38:12 何か基本設計方針であるんでしたっけ。 

0:38:23 やっぱりなります。 

0:38:25 懸念体験をですね。ですね、補足は第 1回でお出しますってスケジュールにも

ですね今ちょっと反映されているかと思うんですけどもちょっとそこは 

0:38:35 また確認させてください。あとですね基本設計方針に個別の施設を具体的にこ

の二つを書くかというところはですね、もう一度ちょっと持ち帰り調整させてい

ただきたいと思います。 

0:38:50 規制庁田尻です。整理いただければと思うんですけど、基本設計方針は本文

事項なので、変更しようとしたら変更認可が必要になるぐらいのものだんで、 



  

0:39:03 別に何か必要なものは当然具体に書いていただければと思ってるんですけ

ど、何でもかんでも改定後で大変なのをそちらであったりこちらがヘッジなど受

けなきゃいけなくて大変なのかもしれないですけど、とかではあると思うんで、

何を書くのかって言うところの先ほど 

0:39:18 具体の設備どこまで書くかって話は整理しますっていう話の一環にはなるかと

思うんですけど、なんか書かないと担保できないものはここに書いてくれって

いう話であると思うんですけど、そこを書かなくても、いや、まあ、別に書かなく

ても添付レベルだよねそれってやつはいくらでもいるような気がするので、そう

いった点に関してはしっかりと整理いただければと思います。 

0:39:39 日本原燃西原でございますはい、全体と整理をさせていただきます。 

0:39:45 考え方があって、実際なので、そこも含めて整理をさせていただきます。 

0:39:55 規制庁コサクです。その点でもって関連で確認したいんですけど、波及イトウ

竜巻防護対策設備とかは仕様表にも書くんで申請対象設備っていうことにし

てたと思うんですけど。 

0:40:11 波及影響防止のために設置する設備っていうのがあったとすると、それは扱

いとしてどうなります。 

0:40:30 日本原燃西原でございます。波及影響という観点だけの場合はそれは基本設

計方針ではそのコンセプトを語った上で、転出添付書類側で抽出をして、それ

に対してどういう設計をするのかということを展開させていただくというふうに考

えてました。 

0:40:50 ただコンセプトやった上で例えばですけど、こういう設計でないと波及的影響

防止てしまうとかいう話であればそこは設計としてそちらのコンセプトとキャラ

クターの設計として担保しなきゃいけないですし、あるものとして、評価をして

波及的影響を及ぼす 

0:41:09 ことがないかっていう確認をするだけということであれば、あまり設計としてお

約束することが具体にないんであれば、添付書類がその対象物は明らかにす

るという整理かと思ってました。 

0:41:22 規制庁コサクです。その前者だったときに、どこまで書くのかに応じてここで書

いたほうがいい場合と書かなくていっぱいとっていうのがあるような気がしてい

てですね、それ以外にも整理をしていただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

0:41:39 日本原燃西原でございますはい、整理させていただきます。 

0:41:45 規制庁田尻です。次、14ページに行かせていただいて、 

0:41:51 最後、時間短縮で最後の結論としては許可の本文添付のところでＳＡのやつ

はあらかた書いて欲しいなっていうのを何かそれ以上もお伝えしたんですけ

ど。 



0:42:02 その趣旨は何かと言うと、この火山のところで何かいろいろごちゃごちゃ書か

れているところなんですけど、ちょっと本文ナカガワ添付だったかもちょっと思

いが定かじゃないんですけど、建屋内胴の話と書かれてるんですけど。 

0:42:18 何か整理しようレベルだとかそういう記載だったのかもわかんないんですけ

ど、できるだけ除外除灰をした上で降灰が継続しそうなときに関しては避難だ

とか要望が出たときは避難だとか何かいろいろ何か書き分けたような覚えが

あって、 

0:42:33 ここの記載が、その許可とかに整合しているかどうかの判別がすごく今しづら

いんですね、要はどこをもとにこれを書いてあるのかっていうところになると思

うんですけど。 

0:42:42 特にここらの答えがの記載に関しており必要と違って現年オリジナルだと思っ

ているので、 

0:42:49 水にすべてのところのＳＡ掛けとかの一様入射関係ないところなんか本文とこ

だとか言うつもりはないんですけど、これ具体の対策で特に火山とかに関して

は割と対策の場合分けというか何か流れが複雑なときがあると思っているの

で、許可本文と添付をつけていただきたいんですけど、ここは記載は困難だっ

たんでしたっけ。なんか、 

0:43:08 今回書かれてない理由って何かあります。 

0:43:12 ゆえに者でございます。まずはすいません単純に今タジリさん言われた整理

ですね、こういうものは各こういうものが家内て整理がうまくできなくてですね、

前梁すると思う訳がわからなくなってしまうのでそこの整理をまずやられてない

ので今この状態です。 

0:43:29 今、そういう意味では、吹き出し例重大事故たい設備の別紙 1も、このあと出

す予定になってましたので、そこのどこを項目かに書いてあるかっていうのを

まずは特定している状態に終わってます。ちょっと 

0:43:44 考え方仕切り整理してはるべきものを選びたいと思います。 

0:43:51 規制庁田尻です。基準の裏返しとかのレベルのやつを張って欲しいところはな

いんですけど、原燃が許可で、要は理事或いは火山とかとかあのＳＡ事象にも

なりうるっていうので書いてたりして何か割と対策がこまめに書かれたりすると

ころがあると思うので、 

0:44:07 ここも最終的にパスポートでいうと別に輸送は書いてないと思うんですよ移動

する話であるとかいう話が結果的に書いてあるんですけど、何かどういう現場

でみたいなもので書いちゃってたような気もするので、そこと成功するかも含め

て確認は一応しようかなと思っているので、 

0:44:23 先ほど言われたように何でもかんでもＳＡ始ま来ると、こちらをして逆にずれみ

たいな話が出得るとは思ってるんですけど、ここの火山のところみたいには具

体の対策幾らか列挙されていると思うんですけど、そういったところに関しては



  

許可から多分しっかり持ってこられたんだと思うので、比較対象がしっかりでき

るようにしていただければと思います。 

0:44:43 日本原燃仁科でございますはい、ちょっと対応させていただきます。 

0:44:50 規制庁田尻です。続いて 15ページていただいて、瑣末者瑣末なんですけど、

設工認の基本設計方針でノーの粒子への衝突で 

0:45:01 包絡されるって言った後に、こういう設計とするっていう順番になってるんです

けど、普通はこういう設計とする。なおなのかわかんないけど包絡されるって

いうこの許可添付の書き方のほうが自然な気がするんですけど、50分解体見

て何かあります。 

0:45:27 懸念代金アドレスですね、こちらの記載ですね確かに設計を先に持ってきて崩

落するという記載のか、正しいような正しいと思いますんでそちらのほうに修正

させていただきます。 

0:45:44 規制庁田尻です。現場としてなんですけど、許可から帰るときは、許可の順番

とかあったと思うんですけどそれから変えるんであれば説明できるようにしとい

ていただければと思います意思があって、一緒にイトウがあって、書き換える

っていうのは別に否定はしないんですけど。 

0:45:59 せっかく書きかえたのに聞かれたら暑いを確かに変でしたって言って抱えるぐ

らいであれば最初から言ったら同じものにしてもらったほうが手間が省けるの

でよろしくお願いします。次右下 16ページに行っていただいてなんですけど。 

0:46:13 そこまでのこだわりがあるわけでもないんですけど発電の工認で基本設計方

針で理論ディーゼル発電機のところが資料になっていて、許可における設計

方針の際のためっていう形なんですけど。 

0:46:24 これ別にどう許可に書いてなくても書いていると書いてたようなイメージがある

んですけど、これは全般としてなんですけど局における再っていうやつで、そ

れは結局自分とこに必要かどうかの精査をされていると思っていいですか先

ほどの配管の話はいかに堆積すればどうかみたいな話とかも含めてなんです

けど。 

0:46:52 はい。 

0:46:53 はい。原燃だけをですね。こっちばですね、再処理側でも必要な記載かと思い

ますので追記させていただきたいと思います。 

0:47:03 規制庁田尻です。担任具体化したレベルのやつだと思うんですよここだとかっ

て別に大した話を言ってるわけでも何でもなくてで炉の方も含めてなんですけ

ど、許可のタイミングで具体化したやつっていうのはいくらでもあると思ってい

るので、 

0:47:18 言ってなかった設計を勝手に言うのはやめて欲しいんですけど、許可で言って

鉄道谷具体化してレベルしようっていうふうな説明を作るんであればそれは別

に確保の止めてるわけでもないと思うので、その点は精査いただければと思

います。 



0:47:33 規制庁田尻です。続いてなんですけど。 

0:47:36 ちょっと全般論になってしまうんですけど、保安規定で担保する話特に降下火

砕物に関して言うと、事象というか要因ごと閉塞とかそういうごとに書いている

せいで、各パートごとに保安規定の話が出てくるんですけど。 

0:47:51 若干実用量も困難だったような気がするんでづらいところあるんですけど、こ

れって何かまとめて書くとかそういうのは検討して難しかったんですかね。 

0:48:04 42社でございます。正直、すいません、そこまで考えが回ってませんでした。

ええと同じように展開しましたので、ちょっと別途まとめることも含めて考えたほ

うがちょっと高校だけではなくて、外部重なりオオオカの条文でもありますの

で、ちょっと整理させてください。 

0:48:22 規制庁田尻です。これも結局、基本設計方針にどこまで書きましょうかってい

う話と関連も同じで、さっきのやつが具体の設備って話だったのに対してこちら

保安規定で別に本気で各自話なんで事細かに書かなくても、こういったことを

っていう項目再開ととらえる人事部飛ばせるような気はしているので、 

0:48:41 なんか特有の記載でこれはさすがに書かないとっていう妥当性なされて帰って

きたのはその説明をしていただければと思うんですけど。 

0:48:49 何か、各項目で、保安規定今期保安規定っていうふうなものでも基本設計方

針ないような気がするので精査していただいた結果に関してまた説明いただ

ければと思います。 

0:49:01 はい、日本原燃西原でございます前回も御指摘うかがっておりまして本規程で

定めるというところをどこまで書くかと単純な運用だけであれば当然保安規定

側で展開をするものですし、設計とこ設計のコンセプトとしてそれを考慮して設

計をしているということであれば、 

0:49:19 それと工認側でそれも含めて営業させていただくということで整理をさせてい

ただいた上で、あとは記載の展開の仕方をどうするかというのを含めて考えま

す。 

0:49:31 規制庁田尻ですよろしくお願いします。次が右下 18ページで、 

0:49:37 ちょっと整理がついているかを確認したいんですけど、許可添付 6の一番最

後の文章、または降下火砕物用フィルタの追加設置など、さらなる考課される

対策を実施できるよう設計するっていうのもあってこれ入るハッチングになって

いて、 

0:49:51 参画の 8かなんかでも保安規定ですとかって多分書いてるんだと思うんです

けど、ここに関してなんですけど多分認識合わせておかないとおかしくなると

思うんで一応言うんですけど、この降下火砕物炉でいうと想定の増加そっち系

話があったりしたと思うんですけど。 

0:50:07 あれは実用炉と再処理で微妙に整理が違うんですけど、そのあたりって認識

大丈夫ですかね、言っている趣旨は何かっていうと、実用量は許可で終わった



  

後にバックフィット的に想定などの話とかが出てきて保安規定で処理したという

のは間違いないと思ってるんですけど。 

0:50:24 再処理施設に関しては、ｄＢ訂正があって、ＳＡのほうでｄＢ超えの外部事象を

想定して、その中で火山灰の話は想定濃度公園に近いなるものになるのか具

体濃度言ってないんですけど、そういったものでもある程度あのＳＡとして対応

できるような話にはなっていると思っていて、 

0:50:41 そことの関係も含めて産業またここ火砕物用フィルタの追加設置など、設計す

るっていうふうに許可のタイミングでうたってたやつっていうのは全部保安規定

っていうふうに整理しているんでしたっけ、工認のタイミングで方針も特に何も

たわない設計と逆に言うとさっきまで本気で保安規定聞いてたんですけど、こ

こ。 

0:50:59 本件に飛ばす記載すらないんですけど。 

0:51:31 少々お待ちください。 

0:51:45 日本原燃の徳永でございます。 

0:51:49 今のところも我々としては、基本的には想定濃度超える地震をいかにする追

加フィルターの設置については冒頭同じく不定保安規定の中で対応するもの

として、ちょっと想定していたというところがあります。里道今最初についても記

載ないんですけれども、次についてはそこは別途、 

0:52:08 本気に定めるという形で線量記載しているというのも違いがありますが、今の

ところそういう想定というところでございます。 

0:52:17 規制庁田尻です簡単に言うと実用炉はもう保安規定っていう不安は保安規定

審査基準のほうで見るような形になっていてほぼ規定をせな形なんですけど、

どちらを選択できそうなんでどうしようとしたかなっていう整理を聞いてみたか

ったっていうのがまずなんですけど今のお話だとえと設工認の基本設計方針

保安規定に飛ばす記載を書こうとしているってことですかね。 

0:52:50 はい、日本原燃の徳永でございます。今現在我々としてはそういうおっしゃら

れた通りの形で展開しようというふうに思っておりますし、はい。以上です。 

0:53:02 規制庁田尻です。現状の整理は理解しました。少なくとも設工認にどこまで書

くかってところだと思って保安規定のつなぎ分かれるの形になって許可のタイ

ミングで支援どこでそういうのの想定の話も書いてあるし、許可でしっかりある

程度立った上で保安規定で必要と同じように整理をしていこうと思ってるんで

すっていうので 1億円。 

0:53:22 いやそういう説明を受けたというのは理解しておきます。 

0:53:30 規制庁田尻ですね。そっから先なんですけど、今日これまで言っているとほぼ

ほぼ同じなので、何か同じようなことなどの公開てしまっているので、そういっ

たところの精査してくださいねって話なんで何でも同じこと言っても仕方ないの

で、カワラサキは、 

0:53:46 各事象で同じようなこと書いてるだけなので、特に指摘はないですと、 



0:53:51 規制庁側から火山に決別紙 1だけですよね火山って、 

0:53:58 特徴側から火山のこの共通 00ＣＲとして 0シリーズの資料について何かコメン

トありますか。 

0:54:11 規制庁コサクです。火山についてというわけじゃないんですけど、今の火山で

話をしたことって結局、どの事象にも当てはまるような基本的なまとめ方の話

が多かったような気がするんですけど。 

0:54:28 それと、竜巻なり何なりでも話をしてたのではないかという部分もあったりする

んですけど、全体としてどういうふうに対応していくつもりなのかお聞かせいた

だけますか。 

0:54:39 上下 2社でございますが、会計を伺っている内容を一つの設備の名称をどう

いうふうに書いていくのかなと、保安規定時担保すると言っているものをどうい

う基準で書かない、また書き方を整理するのかと。 

0:54:55 いうことも含めたと重大事項の展開の仕方ですね今まで宿題でいただいたら

もう共通なってるのは事実としても理解をしてます。そこにつきましては、ちょっ

とこちら全体の 

0:55:12 コンセプト考える側として方針を決めた上で、各事象に展開したいと思います。

ちょっと今回やってみてもやはり展開の仕方をうまくしないと竜巻とか火山とか

で違うとかですね。 

0:55:28 内部火災と火山で時価の竜巻で書き方が違うとかっていうことにもなりかねな

いので、そこをちょっとうまくやり方を考えて展開をしたいと思います。展開した

ものの修正版を出すタイミングとかスケジュールも、 

0:55:44 スケジュール化した上でお出しをしたいと思います。水曜日と言っていたお約

束のところでお示しをしたいと思います。 

0:55:52 規制庁不足ですぐお変わりました 

0:55:56 当初からこの外部事象についてヒアリングを進めるといったときに、全体並行

してやることに意味があるのかっていうのをお聞きをしたんですけど、作業とし

ては並行してやっていただかないと 

0:56:12 一部の事象でこうやりますといった等他の事象で追従できなくて、結局違う方

針に関わるっていうことがあってもいい。 

0:56:22 意味がないので、その点では作業は並行してやりつつ、全体見渡してどういう

整理が一番いいのかというのを考えて掲示をいただきたいということはありつ

つ、ヒアリングで何度も同じ話をするっていうのは無意味で先ほどタジリがあっ

た通りなので、 

0:56:39 その辺りを踏まえてどう整理をしていくかを考えてスケジュール提示いただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

0:56:49 上下 2社でございますはい、他の対応させていただきます。 

0:56:54 規制庁田尻です。若干関連するんで一応のコメントですけど、なんで今日火山

とか竜巻とかじゃなくて火山とか、ヒアリングの要望起きた時いって言ったかっ



  

ていうと、多分展開されてないだろうなっていうのは資料見てわかり難でそうな

ればトップランナーたたいたら後ろ糧に直ってるっていうのが理想ではあるん

で、 

0:57:14 ですけど、なかなか以上沢山資料出してこられて最初の竜巻でやっていいか

どうっていうふうにやると、後ろの方たち、どういう状況なのか自分の条文とし

ての理解が進まない気もしたので、ちょっと試しにほかのやつもやってみたっ

ていうところが今回に関しては実はあるので、 

0:57:30 先ほどやったいうお話があったように共通的な整理で全体に展開してもらわな

いといつまでたっても同じこと言わなきゃいけなくなるので、多分ヒアリングに

は他の量の担当の方も皆さんで指摘されてるんだと思ういますので、毎回別

に聞いているだけで終わるんではなくて、 

0:57:48 自分とことで同じになったなっていうことになっているはずなので、そういった

認識持ってヒアリングで対応いただければと思います。 

0:57:55 火山関係ほかなければ次に行きたいと思うんですけど、原燃なんか、 

0:58:01 スケジュールとかありますか。 

0:58:04 スケジュールというのは、今一番最後に言ったらいいと調査官から言っていた

だいたように、どういうふうに整理して何を出してくるかっていうところもあるの

で、火山単体でスケジュール聞いても仕方がないかなっていうところはあるん

ですけど何か言っておきたいところがあれば、 

0:58:17 日本原燃者でございます。どういうふうに進めるかを踏まえた上で、水曜日ス

ケジュール出させていただくというべきなのわかるようにしたいと思います。 

0:58:27 規制庁田尻です。よろしくお願いします。それでは次、航空機落下ですかね、

よろしくお願いします。 

0:58:36 あいつより西側でございます。航空機落下、0001 ということで、最初のやつと

00020ＭＯＸということで、それぞれ別紙 1の範囲が今回の対象としてお出しを

しました。 

0:58:54 航空機につきましては、再処理ＭＯＸともに評価からの展開ということで、防護

対象の考え方であったり、今回新たに示している確率評価の位置付けであっ

たりということを展開をした上で、 

0:59:14 防護設計の条件としては、これまでの 12月に出した申請書の基本設計方針

大分を式なんかを行う高いってたのがありましたが、今回整理をさせていただ

いた結果としては、衝突荷重として用いレンジの総重量ですとか、 

0:59:30 そういったものを整理をして必要なものを変えたということでございます。 

0:59:37 あとは防護設計としての考え方ということを整理をさせていただいて基本設計

方針としてお約束する範囲というのを明確にした上でＰＣ1にまとめてございま

す。 

0:59:48 書き方が若干再処理に当ＭＯＸで違う部分があります。これ全体としてどういう

方がいいのか、ちょっと精査は必要ない気がしますが大分許可の記載に人そ



れぞれ引きずられているところがありますのでそういった意味で若干記載ぶり

が違うところがあると。 

1:00:06 いう状況でございます。説明は以上になります。 

1:00:11 規制庁田尻です。同じような話はできるだけ省略していければと思うんですけ

どまず右下 6ページでいただいて、トーセ工認の基本設計方針の一つ目のパ

ラのところで、航空機に対してこう衝撃荷重に対して健全性が確保できる県江

南建物構築物で 

1:00:31 適切に保護する等の到底何でしたっけ。 

1:00:45 日本原燃徳永でございます。既設の保護する等以外の出戸具体的中身としま

しては、分散配置をするというようなところ。 

1:00:55 5ＪＡも具体できるものとして挙げられるというふうに考えております。 

1:01:05 規制庁タチエスなんであの建物っていうのは、冷却塔とかそっち系も読めるよ

うにっていうことですね調査の資料の作り方のルールわかんないけどなんか

等はこういう考え方ですね抱えてるやつと関係ないやつがあったんで整理され

てるんであれば書いていただいたほうがいいかなっていうのはコメントまで。 

1:01:20 これはついたなる核になるんですけど、6ページの下のところで黄色ハッチン

グのところがあると思うんですけど、ＴＨＡＩ動向ではないんですけど基本設計

方針なので、変更前後で今後出てくると思うんですけど。 

1:01:35 ここの黄色ハッチングだけが変更、こうでほか変更前の記載として帰ってくるよ

うな形ですかね。 

1:01:54 日本原燃の徳永でございます。ご認識の通り整理になろうかというふうに考え

ております。 

1:02:01 規制庁田尻です。航空機落下に関して言うと、一応、既認可の部分許可のと

きの部分隠れた監督に前提にしているところもあるので、今日は変更前から

設計は固まっていて、基本設計方針という概念自体はしっかり入れてなかった

のか市の議員からどこに書いてあったかっていうのは難しいで変更前勝手に 

1:02:21 適正化して書くんだと思うんですけど、最終的には、 

1:02:25 6か 7別紙 6かなんかは多分こういっつもそのうち出てくるんですかね。 

1:02:30 上にイシハラでございますはい、別紙 6、 

1:02:33 出す予定でございます。 

1:02:36 軽重タジリです。特に航空機落下に関しては既認可との関係しっかり整理した

のはしたいと思っているので、伊方の関係しっかり整理して説明いただけるよ

うお願いします。 

1:02:46 あとそれ月頃のページは同じような話なので、考え方だけ聞いておきたいんで

すけど、例えば右下 7ページのところで、 

1:02:58 重大事故の話は発電炉に書いてありました。 

1:03:05 こっちはＳＡに囲んで書きませんっていうふうに言ってて何かさっきの話ではド

リームこっちのほうにも繋がりにあるようなことを何かきそうな雰囲気だったと



  

思ったんですけど、ここは書かないのかとか、その次のところで、具体の対象

設備のね航空機のダイヤさんみたいに乗って、 

1:03:25 添付理由が何だったか忘れたんですけど、ここでは具体の設備書いてるやつ

別に展開をしようとしないところもいろいろ何か、何が違うんだっけなっていうだ

けなんですけど、航空便の航路でそこまで限定具体パスする意味があるのか

って言われると若干の疑問はありつつなんですけど、記載のルールとしてって

いうのは何かそういったほかと並びとれてるんですかね。 

1:03:46 日本原燃西原でございます。従来事項のところはちょっと整理を媒介します

が、位置的分散として考慮しているものと航空機防護設計そのものをしている

ところの差分としてどちらに書くかという整理で今は対象外にしていると。 

1:04:02 いう整理になったときに記憶してます。あと立てようロゴまで国家のですが、今

おっしゃる通りのところもあります整理としては落ち着く飛行機に対して防護設

計するっていうことの建屋アボ。 

1:04:17 連通するっていう意味があるかっていうところでちょっと整理をしたいと思いま

すが、コンセプトとして今頭で言っている一番頭の文章ですね安全確保上支障

がないように設計をすると言っているものとＡｄｄ公衆に対して著しい放射線被

ばくのリスクを与え恐れのある施設が対象ですよと言っているもので特定でき

ない。 

1:04:37 上回る程度書く必要があるのかもしれませんので、そこを示唆部分でちょっと

整理をしたいと思います。 

1:04:44 規制庁田尻です。せっかく再開ていただければ別に基本的方針に書いて欲し

いかなっていうふうに言ってればというとそういうわけでもないので平和見た目

上なんで違うんだっけというところでこちらもそこらの解説なくやらざるを得られ

るような感じになっていると思っているので、 

1:05:00 7ページの一番上のところもＳＡに関する考え方っていうのを先ほどのような話

言っていただければまだわかるんですけど、こっちは何か西縁に分散配置設

計についてはっていうふうに言って何かそこだけが書かれている形になってい

るので、考え方を示すようにだけしていただければと思います。 

1:05:21 タジリです。同じような話はほかサーバーＶＴってなんですけど。 

1:05:28 ちょっと確認に近くなってしまうんですけど、右下 11ページ 12ページのところ

で、 

1:05:33 想定する航空機のパラメータは来れること字になっているかと思うんですけ

ど。 

1:05:38 5っていうのは、必要なパラメーターだけ書くような形で整理されてると思えば

いいですかね、例えば右下 12ページで言うと 4入れ替えの話があって、 

1:05:53 でも書いたのか、22棟の話とかがないかなとか思ったんですけども必要なパ

ラメータはここに全部変えたということでそれ以外にやってくハッチングかかっ

てると思えばいいですかね。 



1:06:05 りゅうぎん西原でございますはい、こちらで整理した結果としては、設計条件、

またを抑えあらかじめ基本設計方針で設計条件として示すべきものっていうの

を抽出して書かさせていただいたという整理でございます。 

1:06:21 規制庁田尻です。 

1:06:23 航空機落下基本設計方針としてどうこうという話ではないんですけど、特に再

処理施設なのかな本文に関してを適正化を図られて、添付に関しては今回計

算が変わらないんでてこない可能性もあると思っているんですけど。 

1:06:38 今日はどこのタイミングで落下確率の話するときに全体これできたという話が

あると思うので、そこらに関しては、付則になるのかについてちょっとすみませ

んこれ後ろの別紙 2 とかの話が全然今きてないので掴みきれてないんですけ

ど。 

1:06:54 どういったところまで何を今回示そうとしているのか、既認可で示して鉄塔が報

告示してるとかいろいろ言ったような気はしているので、その辺りを今回どのよ

うにまとめ提出しようとしてるのかっていうところ、特にこういうに関して言うと、

基本設計方針よりも別紙 2以降とかの整理が若干気になっているところなの

で、そのあと、 

1:07:14 滞納整理って時間かかりそうですか。それともう準備できてきている感じです

かね。 

1:07:21 日本原電者でございます。今証自体がまだ見えてない気はするので 8日に確

か出す予定になっていたと思いますこれもできた出来高のレベルという途中段

階も見た上で、 

1:07:36 スケジュールにはいいかどうかは整理をしますが、その中でお出しできればと

思ってます基本的には再処理の場合は、教育次長時代も含めて、報告書でお

出しをしている部分もありますが、そういった報告書で評価をしたものを前提と

した上で協議の中で、 

1:07:55 件数 10分の 1を使ってる申してますんで、基本設工認としては添付は変更な

しという整理でいこうというふうに考えておりました。ただおしっこ指摘の通り補

足説明して今回の確率評価も含めていろんな前提条件になるような 

1:08:11 話がありますのでそういったものは整理をしてお出しをしたいと思ってましたの

で、そこは別紙 5号展開するときに整理をしてお見せできるようにできればし

たいというふうに思ってございます。 

1:08:25 規制庁田尻です。どう整理されているんだとは思うんですけど何か思いのほ

かなかなか出て個別に関して言うと中身がそんな沢山あるわけでもないんで

すけどなかなか後ろのものが出てこないので 1見れるのかなと思っているの

で、整理ができたらまた説明いただければと思います。 

1:08:43 規制庁川から航空機 6関連共通するところは進める若干省いてしまったとこ

ろがあるんですけどその他航空機落下管理で何かありますか。 



  

1:08:53 規制庁高速で通過先ほど冠水リコールお話ありましたけど、Ｆ4に 1ＪＡ会議に

ついて 22 トンって書いてないとか、 

1:09:04 ありますけど。 

1:09:06 これは何で 

1:09:11 その前ではエンジン重量が書いてあって、 

1:09:18 うちでは書いてないかとかっていう中完売はどこでどう整理をして説明いただ

けるんですかね。 

1:09:27 はい。 

1:09:28 日本原燃の徳永でございます。不用意政界の総重量に関しての記載がまず

なぜ今回書いてないのかというところに関しましては、事業許可の添付書類 6

の中で、 

1:09:42 ＦＤＭを維持会議を 22本、155 メーター/ｓをベースにした衝突解析とあとＦ16

ベースに安全余裕を考慮して設定したＡ棟に人 150 メーター/ｓ。 

1:09:58 2回してどちらも厳しいのかというところを評価した上で、全体的な航空機の衝

突に関しては、そのＦ16をベースとした飛行機の衝突のほうが厳しいというと

ころを評価しておりますので、所全体衝突としては、 

1:10:14 Ｆ16行ベースとしては航空機のスペックだけを記載しているというところでござ

います。 

1:10:21 規制庁コサクです。 

1:10:23 質問は 22 トンだけじゃなくて、Ｆ4以上例会のほうはエンジン重量が書いてな

い現実量ですかね、書いてなかったりっていう、差分もあったりして、結局、ど

れを基本設計方針で書けば 

1:10:39 インプットの枠として担保として十分かなっていうことの説明をちゃんとしていた

だいたほうがいいかなと思うんですけど、その説明をする予定は今つくられて

ないですかね。 

1:10:53 日本原燃西原でございますはいすいません。そこにつきましては、ちょっと今

整理を 

1:11:00 至急させていただきますが許可の添付から今基本設計方針に持っていくとき

に、全くそのまま持ってきてるわけじゃないところもありますので、他の資料と

同じ波線をもって吹き出しでその根拠となるものを書くような形で整理をさせて

いただければと思ってございます。 

1:11:20 補足です。そういう意味だと、この資料の中で、 

1:11:25 説明し切れるようにするっていうことですかね。 

1:11:29 日本円にしてございますはい。そうさせていただければと思っております。 

1:11:34 はい。規制庁不足です起こりますのでそれで整理されたもので見たいと思いま

す。新人 

1:11:46 成長タジリｓ航空機に関しては最後調査考えていただいたやつとあと別紙 2以

降の話とか、意識、 



1:11:53 そのた形で見たほうが多分話がしやすいような気もするので、準備のほどよろ

しくお願いします。 

1:11:59 航空機落下関連ほかがんになさそうなので通期言わなくらいでしたっけ、あの

原燃の方よろしくお願いします。 

1:12:09 日本原燃シェアでございますはい。落雷につきましては、すみません整理とし

ては再処理だけがこの落雷の別紙シリーズを展開してますんで、ＭＯＸのほう

は、この後に出てきますその他の中に入れて整理をさせていただきました。 

1:12:26 これは過去の法令報告を出した後の展開も含めてこういう素直なさせていた

だいたということでございます。落雷のほうは同じ 3.3の中で 

1:12:42 右下 6ページから 3.3．6 ということで 0展開をさせていただいてございます。

ただまあご指摘いただくないといけない点は先ほどのやつと同じような見解が

想定されますのでそこはこちらでちゃんと見た上で修正をしたいと思います。 

1:13:01 あと教科の中で、また許可の中にとかその前の法令報告も含めて想定した落

雷の規模であったり、落雷に対する防護性耐雷設計として考慮すべき事項と

いうことで直接台だったり、直撃で間接台それぞれに対してどういう設計をする

かと。 

1:13:18 いうのを整理をさせていただいてございます。 

1:13:21 こちらについては、先ほど来出ている数字という観点でいくと 279アンペアとい

うのが、いわゆる設計上の担保事項であると、設計条件であるということでそ

こを基本設計方針がで展開をさせていただいてございます。 

1:13:39 説明以上になります。 

1:13:45 規制庁オオオカです。それちょっと落雷関係土地的になったところが幾つかあ

りますので確認させていただきます。 

1:13:54 まず 6ページ目なんですが、使って 3.66ぐらいの第一段落のところ、落雷防

護対象施設が来がりれてきてですね、他の条文だと内火災防護対策設備と

か、ちゃんと定義が、 

1:14:11 あってからになってるんですねこの落雷に関してはどっかでやったの。 

1:14:16 以前に移転してるわけでもなくてただ忘れてるのか、どういうふうになってます

でしょうか。 

1:14:29 日本原燃フクダです。ご指摘の通りでして、本来落雷防護対象設備を本ちゃっ

た 3.3．6の中で定義すべきであるんですけども、ちょっとこの部分を、その他

の部分から切り離し作業の途中でちょっとてっ手落ちがありました。 

1:14:46 正確に確認したいと思います。 

1:14:50 はい、規制当局ですよろしくお願いします。 

1:14:53 続きまして 9ページ目ですから、これも構成だけの話なんですが、 

1:15:00 （1）想定する落雷の規模とここから前回の始まってるんですが、キャパの整理

をしていて、箱書き第 2段落目のなお書きのところから、これ落雷規模、 

1:15:14 じゃなくってですね重畳の話と、 



  

1:15:17 組み合わせの話が入ってきてるんですね、これちゃんとした章立てを添付に沿

って、 

1:15:23 作ってもらいたいなとそれからもそのことじゃないっていうことで構成をちょっと

見直していただければと思います。 

1:15:36 日本原燃フクダです。 

1:15:41 御指摘の通り修正したいと思います。 

1:15:46 はい。 

1:15:47 規制庁かずつ 

1:15:49 11ページ目。 

1:15:53 まず直撃ラリーの防止する設計のほうですが、ずっと。 

1:15:58 うん。これ全体的な共通性 6 とかで書いていたところなんですが、二つ鉄塔耐

震 

1:16:08 避雷針も全部税額 4608をエビナという 

1:16:15 先般までねどこまで担保してるのこれ、どういう 

1:16:20 別途整理でしょうか。こういうふうに処理されてるんです。 

1:16:42 いよぎん西原でございます少々お待ちください。 

1:17:34 日本原燃石原でございますすいません。事実関係の整理をします。ルール上

は年版は書かないことで整理をしてたと思いますので、そこのルールとのひも

づけも含めて整理をさせていただきたいと思います。 

1:17:49 規制庁共通てる録にもメンバーは書くっていうように書いてたと記憶していま

すが、 

1:17:58 そうですか。理事長のほうの 18ページです。 

1:18:03 制定または改訂エンドまで記載するというのも入ってそれに従って書いたんだ

なというふうに認識したんですが、 

1:18:13 日本原燃西原でございます協力で書いていたの企画基準として 19号でまと

めて各本部でやって添付の表のところで整理をしたものは今ご指摘の通りの

部分で考え方は整理させていただきました。 

1:18:28 あとは根部基本設計方針の各個別設計にどこまで何を書くかってところでも整

理だと思ってまして、そこを全体共通的な考えを進めて整理した上で、書き方

を決めたいと思います。 

1:18:44 すべて超過ですと、そういうことですから承知しました。 

1:18:48 ええと関係してですねロシアの日本産業規格に準拠した避雷設備を設置する

というところは、ここの自積は 0401 とか使ってる話なんだと思うんですが、 

1:19:03 こちらはその規格基準のところで、自治体に①の組前後なんか書いてあって、 

1:19:11 そうするとのひもづく形になっているという。 

1:19:16 でもなので、何かちょっとアンバランスという書き方や、 

1:19:21 詳細に書いてあった後の基準で読めるようなみたいなところをちょっと 



1:19:27 感じたというのが今からだったんですが、その辺も含めてちょっと整理していた

だければいいし、 

1:19:34 4イシハラでございますはい、全体含めていると設工認全体見たときにもモー

スまああの紐付けというかそういうことも踏まえた上で整理をさせていただきま

す。 

1:19:47 規制庁ヶ月よろしくお願いします。 

1:19:51 次にその下関節がいいの所雷サージ抑制設計のところなんですが、 

1:19:58 ここも、 

1:20:00 機械、 

1:20:02 段落名すね。 

1:20:05 構内接地系の電位分布の平たん化を図る設計というところで、 

1:20:12 ただ、 

1:20:14 ヘッドの設置するだけじゃなくてですね添付のほうでは、接地抵抗値をちゃん

と目標を定めて設計しているので、ちょっとその辺は多分、添付資料で展開さ

れるものだとは思うんですが、基本設計方針のほうでもちょっと 

1:20:31 設定値抵抗値の考え方だけですね、ちょっと書いたほうがいいのかなと思った

んですがいかがでしょう。 

1:20:46 日本原燃のフクダでございます。ご指摘の通り、目標値の考え方の記載は追

加しようと思います。以上です。 

1:20:57 施設を隠す関連についてですねここどう 

1:21:04 添付書類 6の 

1:21:07 あと雷な菱形の説明 8円かかっている理由が、これ特に議論になったりしてる

んです。 

1:21:15 それ以外のことなので、各 

1:21:17 すみませんみたいな、 

1:21:19 ことが書いてあったりですねちょっと模範例がほかのところもそうなんですけ

ど、 

1:21:26 終わりに近づいてからでもいいんですが、ちゃんと精査していただいて正しく判

例をつけていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

1:21:38 知事の方の 8になってるべきかなと思って。 

1:21:42 思いますんで。 

1:21:43 よろしくお願いします。 

1:21:47 後であった件については正しく見直して申請したいと思います。以上で 100円

でフクダでした。 

1:21:57 規制庁オオオカですイトウつっていうと、 

1:22:01 それと最後なんですが、 

1:22:03 の 

1:22:05 こっから別紙 



  

1:22:08 それぞれ展開していて添付資料にどこまで書くかみたいな話になると思うんで

すが、今ですね、避雷設備の設置対象、 

1:22:17 通知対象設備な鉄塔の情報っていうのはどこにも、工認申請上の表現されて

いない状況で、 

1:22:26 一方でＮＳＲＲで深浅プレートとかで目立ったところもあってですねチラシが申

請されてなかったところ目立ったところもあって、ちょっとそういう明確化をどこ

ではかるかいる。 

1:22:38 サルファ長くだからといってその本文でしっかり明確するようなことでもないよう

な気がしていて、一つ原燃のその辺の考え方と同様に設置する予定かとかそ

ういうのをちょっと教えていただきたいんですが、 

1:23:32 日本原燃です少々お待ちいただけますでしょうか一遍、 

1:23:47 規制庁化ですと本舗ＰＣとかで展開するときにまた確認させていただきますの

で、その辺をしっかりと考えて時説明いただければと思いますので、今考え

て、どこになる話でもないかもしれませんが、 

1:24:04 しっかり整理して決めていただければと思います。よろしくお願いします。 

1:24:10 日本原燃フクダです。ちょっと県社内で検討さして、改めて回答させていただき

ます。 

1:24:18 室長からですよろしくお願いします落雷に関しましては以上なんですが、 

1:24:26 規制庁側からもしなければ次、 

1:24:30 その他に移りますが、 

1:24:32 三つありますでしょうか。 

1:24:35 規制庁の川です。 

1:24:37 先ほどちょっと耐雷市のその何か規格の粘土を入れる入れないっていう 

1:24:45 話があったかと思うんですけれども 

1:24:48 ちょっと懸念しているのは年度まで書いてそれが変わった場合ってどういうこと

になるのかっていうのはちょっと副わからないところがあってですね、新しく年

度が変わればそれの規格にしたが、新しい規格に従うのか、そうする。 

1:25:08 と例えば基本設計方針では本文ということについてそれは本部が変わるとい

うことになればそれはどういう扱いになるのかっていうところは、 

1:25:17 ちょっと懸念はしていてですね、これはここだけじゃなくてあとは 

1:25:22 民間の規格基準の一応今共通 06の資料上は年度まで書くというところになっ

てるんですが、何か先ほどそういうちょっと懸念も踏まえてですね、果たしてそ

ういうような方針で、 

1:25:38 いくということなのかどうか、そこはちょっとそういう懸念も踏まえてですね。 

1:25:45 ちょっとご検討いただければと思います。 

1:25:49 以上です。 



1:25:52 日本原燃西原でございます。先ほど落雷量離した件は二つのことがあると思

ってまして一つは基本設計方針自体にどういう書き方をするかとは規格基準

に従って設計をするという大前提のもとに設計コンセプトを書くときに、 

1:26:11 従った規格基準まで事細かくそこに書くかどうかという問題点、そこは設計の

設計方針として約束することなんなのかということをしっかり書くために必要か

どうかは整理をして考えたいと思います。あともう一つ 

1:26:29 規格基準としての増昆布なりづける必要ですね、その中で示す示し方の方な

んですがこちらの最新のものを使っているかという観点も含めて、認可をいた

だくときに御確認いただくんじゃないかなと思ってまして。 

1:26:45 そういう意味ではいつの年度のやつを使った五つの盤のやつを使ったのかっ

てのは規格基準の表の中では適切に示されるべきではないかなと思って今日

程度遅れも年版を書くということで整理をさせていただいたということでござい

ます。 

1:27:04 規制庁中です。 

1:27:06 はい。基本的な考え方は変わりましてちょっと多分ちょっと私も実用的どういう

議論したかってのはあんまり動いてなくてちらちらでまた解釈にエンドースのあ

りなし規格とかいろいろあるんですよと。 

1:27:19 複雑なところはあるんですけれど、まあわかりましたちょっとそこら辺も調べて

また必要に応じてコメントしたいと思います。 

1:27:29 日本原燃お手数ですか。 

1:27:32 それと実用炉の状況もちょっと確認していてとかしたいと思いますが、今日も

作ったときの規格で、そのあと規格が変わっても作ったものは変わらないん

で、やっぱり現場を書いとかないと、その次が変わったときに、新しい規格で物

を作り直すことはできないんで。 

1:27:50 必要な道路のほうに展開したかをちょっと確認して展開したいと思います。 

1:27:55 規制庁コサクです。カサモさんはいらっしゃったかもしれないんですけど、実用

炉で整理をする際は、設工認の図書は、その後変更手続きのメルクマールに

もなるっていうことから、先ほど、 

1:28:12 ナカガワが心配してる観点ということなんですけど、少ないので、あまり細かく

書くとですね、それだけで変更手続きになると。 

1:28:21 いうことなので、 

1:28:24 どういう変更があったときに、設工認の手続きが必要かということをイメージし

て本来必要ないと思うような軽微な変更に対して本文が変わるということがな

いようにしましょうと。 

1:28:40 いう発想があって、特にＪＲ 

1:28:47 空輸だったりした場合は、時額もそうかもしれないですけど、年度更新があっ

て、内容が変わらないときもあるので、それまで年版が違うからどうこうと言っ

てもしょうがないので。そういったところは 



  

1:29:04 影響しないようにしようということだったり、 

1:29:07 知ってました。一方で、ＪＥＡＧであっても、耐震の場合は 

1:29:14 解釈で具体的に年版を限定していて、年版ごとに変動そうしているということ

があるので、それは年版も明確にしないと、技術基準適合の判断ができない

と。 

1:29:28 いうことなのでそこを明確にしましょうということで年版を欠くものと書かないも

のっていうのが分かれていたと思いますかそういう観点をよく考えて整理をい

ただきたくて、先ほど医者さんが言われてる総務さんは言われたりっていうの

も、 

1:29:44 実際の吸って今回の設計どうなのっていうときにはそれはそうなので、それは

添付書類とかでそう書いていただくのはいいんですけど、本文事項だというこ

とでその後の変更の扱いということを考えて改めて整理をいただいたほうがい

いかなというふうに思います。よろしくお願いします。 

1:30:01 上下 2社でございますはい、今お話しいただいた件も含めて少し調べて整理

をさしたいと思います。 

1:30:14 規制庁コサクです。ちょっとあの雷全般なんですけど、実用炉が例として出て

なかったというところをしかもＭＯＸもその他の中に入れますと言っているところ

で、再処理はどこまで書きますかねと。 

1:30:30 いうので。 

1:30:32 ほかの事象と対比しても何か細かいような気もするんですけど、その辺りの程

度官邸なんかを完売になりました。 

1:30:46 特に／日本原燃石原でございます。程度感どこまで考えたかっていうのはちょ

っと 

1:30:55 なかなか難しいところではあるんですけど許可を書くときも、法令報告があった

ときの展開で約束した対策を書いて展開をしてとこところもあって、 

1:31:10 我々としては非倉庫制度設計のコンセプトとして本文で約束すべきだろうと思

って抽出したことは抽出したんですけど、確かに最後の設計方針とは若干細

かいすぎるっていうのは細かいとこまで書きすぎてるなという感じはあると思っ

てますそういう意味では、 

1:31:27 ちょっと全体整理が必要かなという気がしますが、もともとは大変恐縮です左

から右に持ってきたように近いかなという気がしてます。 

1:31:42 はい、規制庁コサクです。国家の、 

1:31:45 もの妥当左っ側これだとあれですか右から左に参考として持ってくるときに、 

1:31:55 1そもそも添付んとかの右側、それなりに書いてあるので絞った形になってい

るんだと思うんですけど、これの場合はほぼずらしていくかいかに等しい感じ

になって絞ってないんですよね。 

1:32:12 もともと許可の断面で、この程度だったのは、ほかよりも少ないのは当然では

程度感が違うんでっちゅうことだと思っていて、 



1:32:23 粉末置こうか他が絞ったようにここが絞らないんでバランスがまたちょっとって

いうところだと思ってますと言いつつ、どこまで絞るかといっても、あんまり絞る

ところがなさそうな感じはしなくもないんですけど。 

1:32:42 先ほどの指針が書いてあったりっていうところも、それの一部のような気もしま

すが、そのあたりも見て検討いただければと思います。 

1:32:53 はい、上下にイシハラでございますはい、今の御指摘も踏まえて整理をさせて

いただきます 

1:32:59 今求めており、この設計のコンセプトという対話保安器をつけるということと、 

1:33:07 間接国に対しては、警報関係の設備を守るためにですね、アイソレたつけると

いうことを対策に謳っているということが 1、一番大きなコンセプトだと思います

ので、そういったことの目的とやることっていうのが、 

1:33:24 端的にわかるような記載でも添付につなげられるという気もしますのでそこは

ちょっと整理をさせていただきます。 

1:33:49 市岡です。もし 

1:33:51 落雷とか他ないようでしたら次にその他外部事象、外部衝撃に移っていただき

たいんですが、よろしいでしょうか。 

1:34:01 日本原燃西原でございます。その他につきましては、以前別途修正他の代表

して、こういうふうに許可整合の観点というのも含めて展開をしていきますとい

う、 

1:34:17 代表でお出しをした以降、 

1:34:20 赤字で消したりといったような修正をした部分でございまして、大きく修正という

ワード後は薄いオレンジの吹き出しですね、のところで等の整理というのを、他

のも踏まえた上で再度見直しをしたり、 

1:34:37 いうことの修正でございます。先ほどらい話があった右下 

1:34:43 ただ、再処理でいくと右下 8ページの配給的影響のところについては全体の

整理をちゃんとした上でどう展開することということで、お店をしたいと思いま

す。まだ炊き出しも含めて整理ができてないというふうに思ってございます。 

1:35:02 はい。 

1:35:04 アボ等は、 

1:35:07 なもんでいる場合、あとは特にずっと同じような整理をさせていただいたという

ことでございます。 

1:35:18 規制庁田尻です。その高い部分に関しては細かな話今まで言ってきてなかっ

た気がするんで、少しそういったところも含めてなんですけど。 

1:35:29 まず、 

1:35:30 他に記載の統一っていう意味でしかないんですけど右下 8ページのところで、

3ポツ 3ポツ 1のところで代謝を安全上重要な機器、安全上重要な機能を有

する構築物系統及び機器ですって話をしたときに、 



  

1:35:44 右下 6ページのところの許可の本文とか添付んとこで安全評価上期待するも

のがどうのこうのみたいな記載があって、割と先ほど話してた方とか落雷どこ

のところはそこまで書いたやつするんですけど、ここら辺の間で統一しに行こう

としてますか。 

1:36:16 日本原燃の阿保でございます。指摘の通りちょっとアボ表現があった事象と横

並び取れてないところがあるかなというとこすいません認識ができたんですけ

どちょっと結果までできてなかったところがありますが 

1:36:30 同じような形で整理して記載を修正したいというふうに思っております。 

1:36:36 規制庁田尻です。なんか多分特にその他がほかの書きぶり少し変えたりして

ルールを構成機器が少し違うからというところあったりすると思うんで、厳密に

イチゴ行くとは言わないんですけど記載する内容に関して、漏れがないように

だけしていただければと思います。 

1:36:53 続けてなんですけど、右下 8ページの波及的な話Ｃは先ほど整理されるという

ことを言われたので飛ばさせていただいて、 

1:37:08 右下 10ページとかで性のところ、心はどこまで書くかっていうところはあるん

ですけど、ある程度比較ができるように必要なとこに関しては記載を検討いた

だければと思いますさっき火山ときったやつで火山ほど具体は書いてあるわ

けではないんですけど、必要なとこに関しては、 

1:37:25 許可後記載をするかどうかを考えていただければと思います。 

1:37:29 全うですね、右下 11ページのほうを行っていただいて、 

1:37:39 基本設計方針の設工認のところで重大事故等時の荷重と地震を除く自然現

象による衝撃を同時に考慮する必要のない設計とするっていう話をしていて、 

1:37:50 これは火山とかってどうしてるんでしたっけ。 

1:38:04 低調タジリさんの意図がわかりづらい人月であったかもしれないですムラノＳｎ

って性として、起因事象として炉は、程度地震の話だけ右側で言ってるんです

けど原燃においてはＳＡの起因事象として地震と火山の話をしていたような気

がするので、ただＳＢＯだけだったかもしれないので、荷重じゃないんですとか

そういう説明 

1:38:24 もしないんですけど営んでしたっけというのは確認したいというのがイトウで

す。 

1:38:34 少々お待ちください。 

1:39:24 日本原燃の徳永でございます。再処理施設については今ご指摘の通り、火山

が火山と地震が重大事故の起因として許可も置いて説明をさせていただいた

というところがございますから、今おっしゃられた通り、火山については、トータ

ルブラックアウトという 

1:39:41 事故モードが考えられるというところで、そこの荷重については少し別の整理

をしたいというふうに考えて、 

1:39:49 遅います。以上です。 



1:39:51 規制庁田尻です。ヶ月前電源喪失なんで荷重等っていう話はあり得るかなと

思ってるんですけど、特に給食とかもないので、許可整合という意味で言うとＳ

Ａ書いたら当然そこには火山と地震が多分なる形になるはずで、 

1:40:07 その時にこれこれこうだから許可ではこう書いてるけど荷重という意味では関

係ないでおきましたっていう説明があれば、まだ理解できる可能性、それが書

かれて初めてそこから話になるような気もするので、現年なりの整理をされて

いるとは思っているんですけど、書いていただかないと、こちらには伝わらない

ので必要な記載に関しては検討いただければと思います。 

1:40:29 日本原燃の徳田でございます。確かに先ほどの火山の資料の中でも重大事

故で風荷重を考慮するというような話は、対象施設に対して書いていたところ

もありますので、そこは適切に考慮して記載を見直すなり注記を入れるなりと

いうことで対応していきたいというふうに考えております。以上です。 

1:40:47 規制庁の古作です。換算のときに話ありましたけど、重大事項の関係を言うと

きには、重大事故での許可での整理っていうのを横に置いて話をしないと意味

がないので、 

1:41:03 左右をよろしくお願いします。今の話も許可ですが、これ議論していたと思って

てですね何か今回新たに考えましたっちゅうことじゃないような気がするんです

けど、どうなってます。 

1:41:31 規制庁確実すぐ答えられないような、結構です。ちゃんと答えられるように評

価点の整理状況を確認した上で対応してください。 

1:41:40 以上です。 

1:41:44 トクナガです。承知しました。 

1:41:53 規制庁の田尻です。 

1:41:55 次なんですがちょっとお待ちくださいねページが、 

1:42:01 ちょっとメモが飛んでしまったんで少しページ飛ばしてしまって申し訳ないんで

すけど、例えば右下 19ページとかのところ日程なんですけど。 

1:42:13 イトウ 

1:42:14 核物質の漏えいの話があってええと想定される再処理事業所内における化学

物質の漏えいについては、7ポツですっていうふうな形が書かれてるんですけ

ど、一応許可の添付ん時に言ってるのって屋外伝播また受入時にっていう話

は化学薬品の漏えいですよっていうような飛ばし方教えたりするんですけど。 

1:42:34 ここは設工認においてはすべて 7ポツのほうに飛んでいってると思えばいい

んですかね、普通のポツっていうのは、 

1:42:43 別のところのことから 7ポツってどこでしたっけ。 

1:42:53 日本原燃石原でございます 7ポツっていうのはこれの基本的方針の共通事項

の 7ポツなので、今これが 3シリーズですのでそのあとに、 

1:43:05 続くやつですね、設備の健全性とこの前ぐらいに来ると思ってます。ただこれも

どこを特定してからこのかかとわかりづらいので、それはちょっと整理をした上



  

でいいと思って共通的にかかって決めてたと思うんですけどそうはなってない

ので、整理させていただきます。 

1:43:23 あとは許可のときに移行も含めて全体の文章が．6にあってその中で後ろだけ

を抜き出すと設計として全体をカバーできるのかどうかってのがよくわからな

いので、ちょっとこれ許可の整理も含めて堰を設計方針としてどういう展開す

るかは、 

1:43:41 今一度整理をさせていただきたいと思います。 

1:43:46 規制庁田尻です。この中薬品の漏えい系に関しては今の有毒ガスの許可のと

きにも何か整理がついてるかついてないのかよくわから説明を受けてしまって

いるところもあるので、見ないで動いてる可能性があるんですけど答えはそん

な何個も選べないと思っているのでちゃんと整理した上で説明いただければと

思います。 

1:44:10 一応タジリです。あと、ちょっと確認になってしまうかもしれないんですけど、ｍ

ｇ漏えいのとこでも一歩前電気的障害とかそういうところでも構わないんですけ

ど、今許可本文のところで例えば 19ページで言うんだったら許可本文のところ

で代替設備の話とかそういうのが書かれている形には。 

1:44:30 あるんですけど、こういったところに関しては、心では求めて頭に各中性でした

っけ。 

1:44:43 日本原燃出典日本ギリシャでございますはいそうですね代替措置はまとめて

頭に書いているんですけども、規制庁です。ちなみに積雪とかだと頭とかに至

りましてですねなんか物によりけりだところがあって、何とか試しに燃焼になっ

てから、 

1:45:03 なんだと思うんですよね、復水なんかＹＷがずれたような気がしたので精査し

てくださいねぐらいにとどめておきます憩い交流の面倒くさいので。はい。ＩＴ。 

1:45:15 町コサクです。 

1:45:18 波及影響で全体でいうのがここに言うのかっていう話とかがあってそれ以降も

幾つか似たような話があったと思うんですけど、外部事象のこの基本設計方

針の 

1:45:32 項目立て等それぞれで何を言うかって言うところの概念図をちょっと作って、 

1:45:40 記載方針を説明するようにしていただけますか。 

1:45:45 日本原燃西原でございますはい、整理を以前、1回大枠は整理しましたが細

かい部分も含めてへの展開したいと思います。整理して御説明します。 

1:46:00 規制庁田尻です。今の整理の中で何か、一般論買い手具体を述べ用とするや

つとかいきなり具体的の病棟水圧とかなんか割といろんな記載があるような気

がするので特に退社内容がないので同じような記載は二階に並んじゃうからっ

ていうのを気にした可能性とかもいろいろあると思ってるんですけど。 



1:46:18 統一的なルールを示してもらった上でそういう意味ではまだ理解ができるかも

しれないんですけど今だけ見るとでこぼこ盤でこぼこ感があるような気がする

ので、その辺りに関しては精査いただければと思います。 

1:46:29 救助が他ありますか。 

1:46:34 ついてとかですね。私からも数点、ちょっと細かいその他のところなんですが、 

1:46:41 まず、 

1:46:43 これ冷凍ちょっと細かいんですけど 6ページ目。 

1:46:49 ちょっと許可の本文で科学的技術的知見を踏まえていうのが 346名にあって

ここ最新の全部今回設定施工では抜いてやって実用炉のほうに入れと自治と

ころもさ。 

1:47:05 トリチウムがつかずに科学的技術的知見というふうに書いた実用炉のほうの

許可を見ると、最初に松井ってないからそのまま作業しているようなんです

ね、ここ原燃として書いた理由っていうのはちょっと 

1:47:23 すごく軽微とか思いながら言ってみたいんですよ。 

1:47:33 日本原燃西原でございます。なかなかなんでというのをストレートに答えが難

しいんですけど、最新のっていうのはこの設工認を出すにあたって、一番最新

の科学的技術的知見を踏まえるっていうのが、 

1:47:48 至極当たり前というかまあ一般論かなと思って最新の抜いたと思ってます。こ

ういうだけだと思います特にってそれ以上隊がと思ってません。 

1:48:02 規制庁関連してやっぱり許可で書いてるんだから書いた方ご覧こういう質問が

できないからいいんじゃないかなと。特に他意がないんであれば、 

1:48:13 書いたほうがいいんじゃないかなと思うんですが、実態として何か。 

1:48:17 こういうことを危惧してとか、そういうのもないんでしたら、回位、 

1:48:21 そういった方がいいんじゃないかなと思いますんでちょっと 

1:48:25 受けていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

1:48:30 日本原燃者でございますはい、特段大きな意図があったわけではないのでは 

1:48:36 各方向で整理をさせていただきます。 

1:48:40 規制庁コサクです。今の最新の知見という関係でいうと、最初のほうにもあっ

た他もう保安器系の環境書くやつとかって結構それに関連するのがいっぱい

あったと思うんですよね。なので、最新がーん。 

1:48:59 あって、それによってその部分を保安規定で随時見て対応していきますってい

うことなのかなっていう気もしてるんですけど、いずれにしても、その辺り整理

をして構成していくのかどこまで書くのかって言うことだと思うので、 

1:49:16 都合上でまた切ればいいかなと思います。よろしくお願いします。 

1:49:21 はい、日本原燃手法でございます。今、私も整理をと言ったのは難しく、この設

工認で変えていることの事実ということに対するステータスを示すものと、 

1:49:37 常に最新の情報をアップデートしながら評価Ｃ追加の設計が必要ないかどう

かっていうのを考えていくっていう文章等いろんなものが今見えて出てきます



  

のでそういったのも踏まえた上で、ここで何を書くのかっていうのを整理をした

いと思ってました。はい。 

1:50:00 規制庁仮設よろしくお願いしますきまして、7ページ目が今回とか、技術基準

規則の表現に合わせて五つの車両を追加した。 

1:50:14 いうふうに説明が一方でですね、 

1:50:21 例えば外部火災に関しては、船舶食うもう 

1:50:27 車両も同じような 

1:50:29 の取り扱いという方の火山包絡されるっていうのが整理をして 

1:50:36 いるんですが、一方で船舶のほうは、 

1:50:41 許可のときに設計上考慮する必要がないとして抜かれてここには記載されて

いる本籍方針には期待されないっていう直を不整合感があるというか、車両だ

け海底船舶は示さないっていうのはちょっと 

1:50:57 中途半端感が感じたんですがこの辺を導入を考えでしょうか。 

1:51:04 日本原燃西原でございます。はい。考え方としてはまず許可をやっぱで全体

の外部事象としてはタジリ事象として何を抽出するかというプロセスが終わっ

てこの敷地、この場所で、 

1:51:20 考慮すべき事象というのを選んだ結果になっていると思ってます。その上で設

工認理由外部衝撃の伝播の途中でねクルー遅延現象であったり、時事象であ

ったりというのは、そういった選ばれたものを書くと、 

1:51:36 いうことで整理をまずはさせていただいてますって、その上で左に書いてある

の技術基準規則、こちらで考慮すべきという提案の書かれてしているものをな

るべく抜け落ちがないようにということで達しているのは実態です。 

1:51:55 規則の適合性という観点で入れております。それが危険物を搭載した車両で

す。これ許可段階では他のやつに包絡されるとかいろんなことで項目は特出

してるものではありませんので、あくまで技術基準規則との関係で追加をしま

した。 

1:52:14 それ今吹き出しで書いております。 

1:52:17 あと船舶の話については、これも 

1:52:24 外部衝撃全般では、この敷地で考慮すべき主事象というのを当然抽出をして

整理をして書いていると、一方Ｗｅｔガイドがあってガイドに従って評価適用の

考えたもので、その全般論との比較という意味で、関係ないといったものが出

てきたいと。 

1:52:43 いったものが確かにあると思ってますその辺は大洲ここで見るべきものってい

うのがある場合はそこの中で登場させているということで書くべきものをそれぞ

れに展開をして書いてるんですけども、全体の頭で書いてる考慮すべき事象

と。 



1:53:02 本市の他の事象外部火災流れれ繰入図で、これも考えますっていうのがあっ

てない場合ってのが当然先ほど船舶にあるんでそこはちょっとどういう整理を

するかっていうのは、全体考えて示したいと思います。今はそういう意味では、 

1:53:16 Ｇｕｉｄｅとか発電炉の記載に引きずられたって言っているパターンかなと思って

ます。 

1:53:23 規制庁かですね、おそらくそうかなと思ってましてあと航空ちい墜落理にはちょ

っとやっぱり気になって受けているのが気になっておりまして、航空機を飛来

物の航空機落下してしまった。 

1:53:38 ために航空機の事故がなくなってしまっているっていうその点もありましてその

辺も含め、もう一度ちょっと検討再整理いただければと思います。よろしくお願

いします。 

1:53:53 日本原燃者でございますはい、先ほどの全体の考え方をもう一度整理をして

下記落ちがないような整理にしたいと思います。 

1:54:07 規制庁からです。9ページ目なんですが、 

1:54:11 他の本文のほう、一瞬の自然現象の自負重畳及び資機材を設計基準事故の

組み合わせのこの部分が 

1:54:23 基本設計方針のほうで、ここにあるかっていうのが見当たらなかったんです

が、本来持ってない状況になって、 

1:54:34 どこにあるかすぐにわかるんでしたら答えていただきたいんですが、 

1:54:38 なんか検討いただければと思います。 

1:54:52 上下 2社でございますし、大変申し訳ない今どこの場所と言われたかもう一度

確認させていただいてもいいでしょうか。ページ目今表示されている許可本文

のの交付、 

1:55:05 一段落目、 

1:55:07 アンダーラインだけ引いていた販売をつけてないと。 

1:55:15 これもちょっと確認をして 

1:55:19 ちょっとこれも確かにっちゅルール上っていうのは有利想定内もの出して時点

でおかしいんですけどもあれば 5個についてひもづけができないといけないん

ですけどそこが書いてない時点でちょっとあやしいですねちょっと整理をしてみ

ますはいさ確認した上で、 

1:55:35 別途回答させていただきたいと思います。 

1:55:38 はい、お願いします。 

1:55:40 あとその近くの基本設計方針の（2）。 

1:55:45 五つの自然現象の重畳のところを、 

1:55:48 事象が書いてあるんですけど、ここを対象に合わせ実施に書いてあって、 

1:55:57 もう、そもそも地震を初めに地震って書いてあって最後に地震及び津波を含む

自然現象の見直しについてという。 



  

1:56:05 チームに書いてあるとかワークＭＯＸまとも若干この辺整理が違う。それが違

うようになっていましたのでちょっとまた。 

1:56:14 ＭＯＸ側違和感が読めたんですね、こっちがそれぞれ側はちょっと今後、 

1:56:22 整理が必要かなと思いますのでまた記載のほうにしていただければと思いま

す。 

1:56:31 ご指摘の通りでした。ちょっとこちらのほうは目算ともにくくとともにへとちょっと

誤記については修正します。 

1:56:42 町タジリです。ＭＯＸに合わせるのは合わせるでやっていただきたいんですけ

ど、例えば右下 10ページから 11ページのところで、具体のところで置く場合

の外部事象防護対象施設の話とかが消えていって、前も個数のところはやう

ちは外部に外にないんでっていう話で何かそっかと思ったんですけど。 

1:57:02 再処理はあるような気もするので、ＭＯＸを参考にしつつも再処理の記載は必

要なものをしっかり書くように、ご検討いただければと思います。 

1:57:12 日本原燃フクダです。承知いたしました。 

1:57:18 規制庁彼はと同じところなんですが、森林火災等の候補網を展開してちゃんと

等を説明するようにしていただければと思うんです他の等も含めてですが、 

1:57:31 その後、この等が説明があったので、よろしくお願いします。 

1:57:38 日本原燃フクダですと承知しました。 

1:57:43 規制庁加熱 15ページ目の生物学的事象のところで、 

1:57:51 今回いろいろ 

1:57:54 重大事故のと書いてある一番最後の段落基本設計方針。 

1:58:01 変更点採用がちょっと意味がわからなくて、そう許可で言及している書類プレ

ゼンするべく相互補完するとして水素植物のコサクまたはし過ぎお伝えという

ふうに 

1:58:16 はい、わかるんですが、これは、 

1:58:18 そういう意味なんでしょうか。 

1:58:34 日本原燃佐々木でございますし、その後吹き出しの内容が少しちょっと言葉が

違っておりましてここからの変更でというよりは重大事故が書いておりました表

現に合わせた記載横軸これこちらに記載しているということでございますの

で、福吉の内容については修正させていただきます。 

1:58:53 超苦鉄質岩そういうことでしたら、お願いします。 

1:59:00 16ページお願い。 

1:59:06 総まとめちょっと同じコメントになってしまうんですが、一段落目の粒子フィルタ

等設置指針のほうも説明がないので明確にしていただければと思います。 

1:59:18 あそこは 19ページ目なんですな数値ほどもちょっと 

1:59:24 広くなった事業許可本文の 

1:59:29 安全上重要な施設以外のっているハッチがかかっている部分、 



1:59:34 またこれの理由、これを期待しないっていうふうに見ると前のほうにあるからか

なと思ったんですが、 

1:59:42 ちょっともう四角の 3が、 

1:59:46 33ページ目の電磁的障害なところで安全上重要じゃない重要な施設以外の

手術に関する設計方針であるため記載しないというふうに 

1:59:55 なっていて、 

1:59:58 基準適合してるこのＤＲと基準適合上はちょっとよろしくお願いします。 

2:00:04 安全上重要な施設以外にも 

2:00:07 安全機能を有する施設なので、こういう理由はちょっとふさわしくないなと思っ

ています。 

2:00:15 何でまず理由を適切にしていただきたいというのが 1点と。 

2:00:23 今回のここで書いてあるんですね、安全上重要じゃないし、重要な施設以外の

ところで、 

2:00:29 もうハッチング箇所にある運転を停止することが書いてないんで、 

2:00:36 そこをＡｓａｎｏとか整合してない部分もし、 

2:00:42 その理由があるならちゃんと説明だという点がありますが、この変動いかがで

しょうか。 

2:00:59 日本原燃の徳永でございます。今のご指摘ちょっと確かにＢＵの整理のところ

はもう一度見直しをしなければならないところがあるのかなとどちらかというと

記載が重複している可能です。 

2:01:14 最初の冒頭のところで防護対象設備のその他外部商品に対する防護対象設

備の記載を確保するところで、その他の安全機能を有する施設に対しても、基

本的にはそこで方針を述べていているというところで、そこはそういう意味では

記載が重複しているという観点で 

2:01:33 今後基本的には一方はそのまま左に研究をしなかったというような整理になっ

ておりますのでそこは理由をもう少し見直しをしたいというふうに思っておりま

す。 

2:01:42 あとは、 

2:01:44 運転停止することというようなところも一般個別のところで述べてる表現につい

ては、そこをどこに書くかというところも含めてちょっと改めて記載はどこに書く

かを検討させていただきたいというふうに思います。 

2:01:59 通帳飼い主の 8ページ目、9ページ目に関わっての係員からそれを記載して

いるところだと思うんですが、 

2:02:08 8ページ目、サンプ塩素等の設計方針の 3.3．1（1）の 2段落目では、 

2:02:16 市のことが書いてなくて、一方で、 

2:02:19 その最後の行を作ら 2から続くというページ目のほうに関わるところのタカナ

シ。 



  

2:02:26 いずれの設備についてのところが、Ｈのことも書いてあって、こちらとハセガワ

してるかなという記載になってるんですがその辺の強いブレーキがちょっと感

じまして、また再整理いただけなかったので質問します。 

2:02:46 日本原燃の徳永でございます。表現としてはもう、もし今後 8ページの一番上

のところにまたっていうところで、必要に応じて使用済み燃料の再処理を提出

すると影響軽減するための措置を 

2:03:02 本系定めるというようなところは書いているというところはあるんですけれど

も、どこに書くのは、まとめ書いちゃうと書いているのか、また書いてないのか

いけないのかっていうところは整理させていただきたいというふうに思います。

以上です。 

2:03:17 規制庁かですよしくお願いします内容に関して私から以上です。 

2:03:25 規制庁田尻です。 

2:03:28 若干コメントチックな話なんですけど指摘をうちが今どちらかというところの別

紙シリーズに関して言うと、共通的なところに引っかかりそうなやつをメインに

今までも指摘をしてきているので、たまに個別のやつで当然間違いとかありま

すよっていうのを示しためくらば例示をするんですけど。 

2:03:46 ちゃんと原燃なりに見直しとかはしてくださいねというのをコメントだけ言われ

たとこだけやっても当然ほかにもありうるという認識で見ていただいたほうがい

いと思っていて。そうしないとこういうのを何度も何度も岩内が全部直さないと

いけないのかってそんな立場ではうちはないので別にチェック機関ではないと

いう名前もお伝えしている通り、 

2:04:06 と思うので、今日はドコモ六戸間違いが見つかりはほかにも沢山ありますよぐ

らいの認識でしっかり精査妥協していただけるようにお願いします。規制庁が

ほかに何かコメント等ございますか。 

2:04:23 規制庁仮設非常に軽微な話で恐縮なんですが、書類の書かれてるのはやっ

ぱりコロコロ変わるんですが、今回もちょっと 

2:04:34 その隔離事象、 

2:04:36 そうなると最初にまで再処理側括弧過ごさそのまま相当池のところであって、

この変形の者がいろいろになっているならいいですか。ちょっと。 

2:04:50 何日にわかるように統一したものが配布されるようになって欲しいなと前々か

ら思ってましてちょっとその辺をお願いいたします。 

2:04:58 海老ですが、すみません。 

2:05:00 表現にシェアでございます。はい。合わなくなるとは思ってなかったので、同じ

名称でそろえます。はい。 

2:05:14 規制庁田尻です。規制庁が他ないようであれば、本日だったんだと、本日全体

として本日全体通して規制庁側から何か確認したいところほかにありますか。 

2:05:32 規制庁かはなさそうで原燃に関しては来週水曜どこに求めてスケジュールをと

いう話だったような気もするのであま個別個別のスケジュールという話はない



かなと思うんですけど最後何か言っておきたいところを確認したいところとあり

ますか。 

2:05:48 日本原燃石原でございますが、特段ありません。 

2:05:53 規制庁たりですと、形状が原燃がないようなのでこれでヒアリングを終了した

いと思います。お疲れ様でした。 

 

 


